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平成２４年 第１回定例会

１議事日程

３月９日（金曜日）午前１０時開会

第１号

日程番号 議件番号 議 件 名

１ 会議録署名議員の指名 番 番

２ 会期の決定

(諸般の報告)

３ 行政報告

４ 教育行政報告

５ 町政執行方針

６ 教育行政執行方針

今期議会議案提案理由総括説明

７ 監報告第１号 例月出納検査報告

８ 監報告第２号 定期監査報告

９ 監報告第３号 随時監査報告

１０ 議報告第１号 総務文教常任委員会所管事務調査報告

１１ 議報告第２号 産業厚生常任委員会所管事務調査報告

１２ 議案第１号 平成２３年度士幌町一般会計補正予算

１３ 議案第２号 平成２３年度士幌町国民健康保険事業特別会計補正予算

１４ 議案第３号 平成２３年度士幌町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

１５ 議案第４号 平成２３年度士幌町介護保険事業特別会計補正予算

１６ 議案第５号 平成２３年度士幌町介護サービス事業特別会計補正予算

１７ 議案第６号 平成２３年度士幌町簡易水道事業特別会計補正予算

１８ 議案第７号 平成２３年度士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

１９ 議案第８号 平成２３年度士幌町国民健康保険病院事業会計補正予算

２出席議員（１２名）

１番 秋間 絋一 ８番 清水 秀雄

２番 飯島 勝 ９番 中村 貢

３番 森本 真隆 １０番 和田 鶴三

５番 細井 文次 １１番 大西 米明

６番 出村 寛 １２番 加藤 宏一

７番 服部 悦朗 １３番 加納 三司

３欠席議員（０名）

４地方自治法１２１条の規定による説明のための出席者

町長 小林 康雄 教育委員長 力石 憲二

代表監査委員 大風 昭次 農業委員会会長 赤間 敏博
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５町長の委任を受けて出席した者

副町長 柴田 敏之 保健医療福祉センター長 山中 雅弘

会計管理者 太田 靖久 保健福祉課長 大森 三宜子

総務企画課長 後藤 忠義 病院事務長 渡辺 博文

町民課長 伊賀 淑美 特老施設長 波多野 義弘

建設課長 土生 明美 子ども課長 寺田 和也

産業振興課長 堀江 博文 消防署長 星屋 尚司

６教育委員長の委任を受けて出席した者

教育長 神野 光男 教育課長 柳谷 善弘

教育委員会参事 笠谷 直樹 高校事務長 金森 秀文

給食センター所長 成瀬 英二

７農業委員会会長の委任を受けて出席した者

事務局長 道端 雄伸

８職務のため出席した議会事務局職員

事務局長 植田 廣幸 総務係長 仲山 美津子

９議事録

（午前１０時００分）

加納議長 ただいまの出席議員は12名であります。

定足数に達しておりますので、これより平成24年第１回士幌町議会

定例会を開会します。

開会に当たり、平成23年３月11日、東日本大震災が発生し、１年を

迎えようとしております。大津波により被害に遭われましたすべての

皆様に心からお見舞いを申し上げます。そして、不幸にも犠牲になら

れた方々に衷心より哀悼の意を表します。黙祷をささげたいと思いま

す。

植 田 起立お願いします。

事務局長

（全 員 起 立）

加納議長 黙祷。

（黙 祷）

加納議長 黙祷を終わります。

植 田 着席願います。

事務局長

（全 員 着 席）

加納議長 これから本日の会議を開きます。
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議事日程は、お手元に配付のとおりです。

１ 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、７番、服部悦

朗議員及び８番、清水秀雄議員を指名いたします。

２ 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りします。本定例会の会期は、去る３月６日、議会運営委員会

を開催し、協議の結果、本日から３月19日までの11日間とし、本日配

付した会期日程表のように付議したいと思います。これに異議ありま

せんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から３月19日までの11日間に決定いたしま

した。

これから諸般の報告を行います。

閉会中の議会の主な出来事については、お手元に配付の事務報告に

よりご了承願います。

各議員から報告事項があれば報告願います。ございませんか。

（な し）

加納議長 これで諸般の報告を終わります。

３ 日程第３、行政報告、町長から行政報告の申し出がありますので、

これを許します。町長、登壇願います。

小林町長 本日ここに、第１回定例町議会を招集いたしましたところ、議員各

位には極めてご多用の折りにもかかわらずご出席を賜り厚くお礼を申

し上げます。

まずもって、昨年３月１１日に発生しました東日本大震災から１年

を迎えます。マグニチュード９.０と国内最大規模の地震による想定

外の津波、原発事故による放射能漏れと、真に未曾有の大災害となり、

１年を迎える今も復旧・復興は遅々として進んでいない状況にありま

す。１周年となる３月１１日には、宮城県岩沼市で行われる、東日本

大震災追悼式に出席をするとともに、被災地の状況を視察することと

しておりますが、改めて、犠牲となられた方々のご冥福とあわせ、被

災地の１日も早い復興を祈念するものであります。

それでは、昨年１２月の定例町議会以降の行政の経過をご報告申し

上げます。

はじめに、平成２４年度国の予算案についてであります。一般会計

予算総額は９０兆３,３３９億円で、過去最大であった前年度に比べ､

２兆７７７億円､２.２％の減となったところでありますが、赤字国債

の発行が４割を超える厳しい編成となっているところであります。２

月２１日から衆議院で予算関連の審議に入ったところでありますが、

衆参のねじれ現象の中、予算の年度内成立とあわせ、特例公債法案、
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地方税法改正案、地方交付税改正案などの関連法案の成立の見通しが

立っていない状況であり、地方の財政運営への影響も懸念されるとこ

ろであります。

次に、「第４期行政改革推進大綱・行政改革推進計画」の策定につ

いてですが、昨年１０月から管理職員で構成する行政改革推進本部に

おいて協議検討を重ね、素案を作成して参りました。昨年１２月には、

各種団体から選出された１０名の委員で構成する士幌町行政改革推進

委員会に、平成２４年度から２６年度までの３か年を実施期間とする

「第４期行政改革推進大綱・行政改革推進計画」（素案）について諮

問したところであります。

２回の委員会では第３期推進計画の進捗状況の確認と第４期大綱・

推進計画（素案）を検討いただき、本年２月１６日、「第４期行政改

革推進大綱・行政改革推進計画」（案）として答申をいただいており

ます。大綱においては、国全体の経済情勢を反映して、税等の一般財

源は微減傾向にある一方、子育て支援や高齢社会への対応による福祉

サービス経費の増加が予想される中で、本町においても町税等収入の

確保、住民負担の公平性と受益者の適正な負担割合の検討や、事務・

事業経費の見直しなど継続的な取組とあわせて、地域主権社会の進展

による国・道からの事務・権限の移譲や住民要望の多様化・高度化へ

対応すべく行政改革が必要であるとしております。

今後は、議会への内容説明をさせていただき、ご意見を賜ることと

しておりますのでよろしくお願い申し上げます。

次に、消防の広域化についてでありますが､２月１６日開催の十勝

圏複合事務組合、市町村長会議において、管内６消防本部の統合を、

消防無線のデジタル化運用時期である平成２８年度とする方針を、全

会一致で確認したところであります。

今後は、指令系統の一元化、人事の扱いなど広域化への必要事項に

ついて、詳細スケジュールを立て順次協議していく予定であります。

議会には、その都度ご説明申し上げ、ご意見を賜る予定ですのでよ

ろしくお願い申し上げます。

次に、ＴＰＰについては、昨年１１月に野田総理大臣が参加に向け

て協議入りすることを表明して以来、交渉参加９か国との事前協議が

続けられてきましたが、アメリカ、オーストラリア、ニュージーラン

ドなどから、国内での懸念と同様の条件等が求められているところで

あります。

十勝においても、行政・農業団体・経済界が一致して、反対の取り

組みを行う確認をしているところでありますが、本町においては当面、

制度の内容、現在の状況、産業・経済への影響などを内容とするパン

フレットを作成し、全戸配布する予定であります。

次に、「国道２７４号別線ルート」の士幌防災事業は、現在、道路
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本体の暫定路盤舗装工や用水路横断箇所の函渠工等の工事を実施して

おりますが、今年中にも完成の見通しであります。町は、国道と関連

する工事について、帯広道路事務所と協議を行いながら進めて参りま

したが、これからも早期に国道が完成できますよう、「整備促進期成

会」と連携のもと対応するとともに、この道路が新しい交通ネットワ

ーク形成とあわせ、地域の活性化に資するよう取り組んで参る所存で

あります。

次に、かねてから懸案であり水路の氾濫、農地への冠水等の被害が

発生し、地元から整備に対する強い要望が出されております、国営か

んがい排水事業新規地区の「富秋士幌川下流地区」と「士幌西部地区」

につきましては、来年度からの事業着手に向け当初予算案に計上され

たところであり、去る２月１５日には両地区期成会の総会とあわせ、

事業概要の説明会が行われました。

しかし、この事業は採択後も従来の事業実施期間に比べ期間が長く

なる特別監視制度を採用する予定であることから、寺山音更町長とと

もに、今後の事業促進に向け１月１２日に北海道開発局、民主党北海

道、１月１８日には東京で農林水産省等関係機関と、北海道選出及び

農業関係国会議員などに要請活動を行って参りました。この事業を早

期に完成させることにより、降雨時の湛水被害を解消し両地区農業の

発展に大きく寄与する事業として期待しております。

次に､国の平成２３年度第４次補正予算で措置された、農業体質強

化基盤整備促進事業については、２月下旬に予算配分が示され、本町

においては団体営分（定額）８６ha、道営分（定率）約１４０ha合わ

せて２２６haの暗渠排水などを実施することとし、事業費１億６,２

６４万円を今定例町議会に補正予算として提案しておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

次に、「農地・水・環境保全向上対策事業」につきましては、本年

度が現制度で実施する最終年度となります。これまでに、各保全隊と

も年度当初に計画していた各種事業のうち、除雪作業を除き既に完了

しているところであります。

今後は、年度末の最終事業実績報告に向けた事務手続きとあわせ、

新年度からの事業推進の準備作業を行って参ります。

次に、士幌町簡易水道事業の改修工事ですが、本年度計画しており

ました配水池と、本年度予定分の管路の新設につきましては既に完成

しております。このうち配水池につきましては、建屋部分の工事を完

成したところで、電気設備、計装設備につきましては来年度以降実施

を予定しているものであります。

次に、農業共済事業にかかわる畑作物共済の支払共済金については、

本年１月３１日にてん菜９８戸５,１２５万円、スイートコーン４戸

６２万円を支払ったところであり、全相殺大豆については、３月下旬
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に１３戸１５２万円の支払が予定されているところであります。

次に、「かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館」新築工事は１月３

０日に完成し、２月８日に上居辺地区の関係者をはじめ、加納議長、

十勝総合振興局森林室長及び林務課長、吉田社会福祉協議会長など、

多くのご来賓のご臨席を賜り落成式を挙行いたしました。保育所児童

の健やかな成長といきいきサロンの充実、更には環境への関心を高め

る施設として、大きな効果を期待しているところであり、事業の推進

に向けてご尽力をいただきました加藤町議をはじめ、上居辺地区の関

係の皆様に衷心より感謝を申し上げるものであります。

次に、交通安全推進委員会及び防犯協会の組織統合についてであり

ます。昨年６月、両組織の代表者による組織統合検討委員会を設置し、

新組織のあり方等について検討、協議を重ねてきたところであります

が、その中で、統合後の新組織の名称を、仮称「士幌町生活安全推進

協議会」とし、引き続き各地区公民館、団体等と連携し、積極的な運

動展開が行えるよう体制整備を図ることとしております。

交通安全・防犯対策事業の実施に当たっては、全町民の理解と協力

が必要不可欠であり、交通事故や犯罪のない安全で安心なまちづくり

を進めていくために、町及び関係機関や団体との連携を密にし、住民

運動の輪を町全体に広げて行くことが重要と考えております。

現在、新組織設立準備委員会を設置し、今年４月に両組織の発展的

な解散後、円滑な事業実施に向けた仮称「士幌町生活安全推進協議会」

の設立総会開催に向けた準備を進めているところであります。

今後も、事故や犯罪のない安全で安心な生活が送れるまちづくりを

推進していくため、特段のご理解とご協力を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

次に、地域防災計画の見直しについてでありますが、３.１１東日

本大震災以来、復旧・復興とあわせ今後の防災対策が大きな議題とな

っているところでありますが、本町においても去る２月２８日に地域

防災会議を開催し、計画の修正を行ったところであります。内容とし

ては、指定避難場所の変更、福祉避難場所の設置及び運営マニュアル

の制定、避難勧告等の判断、伝達マニュアルの修正であり、今後にお

いては、国・道から示される基準により、更に見直しを行って参りた

いと存じます。

次に、社会福祉法人士幌愛風会の事業として実施しておりました、

小規模多機能型居宅介護事業所及び地域共生型交流施設の建設につき

ましては、２月１０日に完成しました。愛称は「愛風会小規模多機能

施設 なごみ」に決定し、来る３月１７日には愛風会２０周年式典に

あわせ落成式が行われる予定であります。あわせて、本年４月開設に

向けてサービス提供の準備を行っているところでありますが、「施設」

と「在宅」を結ぶサービスの提供やふれあいサロンなど、地域福祉の



- 7 -

向上に寄与いただけるものと期待をするものであります。

次に、ＮＰＯ法人士幌町障がい者支援の会が運営する町地域活動支

援センター「しほろほのぼのホーム」についてでありますが、通所者

が地域で生活できるよう就労支援に力を入れたいということで、就労

継続支援事業の本申請を１月２５日に行い、１月２７日付けで事業所

指定の通知を受けたところであり、３月１日よりこの事業がスタート

したところであります。

次に、インフルエンザの発生状況ですが、２月中旬に全道では警報

レベルに達し流行のピークを迎えましたが、士幌町においては、１月

３１日～２月１日に士幌小学校４年生が学年閉鎖となり、３月５日～

７日に認定こども園３歳児２クラスが学級閉鎖となりました。

各学校等からの３月５日までのインフルエンザ患者発生の報告で

は、保育園の幼児３５名、小学生１６名、中学生８名､高校生１１名、

施設職員等６名の合計７６名となっております。まだ、流行の終息と

はなっておりませんので、今後も町民への予防周知や、各関係機関と

の情報連携を緊密にして参りたいと存じます。

次に、第５期介護保険事業計画及び第３期障がい福祉計画について

であります。今年度末で現行計画が期限となることから、平成２４年

度からの次期３か年計画について、昨年５月２７日に、士幌町保健医

療福祉総合推進協議会に諮問をしながら、策定作業を進めてきたとこ

ろでありますが、去る３月２日に答申をいただいたところであります。

今定例町議会会期中に計画の概要を説明申し上げますが、介護保険

事業における保険料基準月額については、昨年１２月の第４回定例町

議会でもお示ししたとおり４,８００円とするものであります。

次に、行事等の経過でありますが、元日には恒例の『士幌高原で初

日の出を迎える会』が開催されました。今年の元旦は、地平線がくっ

きり見えるほどの穏やかな天候に恵まれ、３年ぶりのご来光に、町内

外から訪れた２００名を超える方々から一斉に歓声が上がり、参加者

全員で万歳三唱し、士幌町の躍進と町民の清福を祈ったところであり

ます。

また、会場では汁粉や温かい牛乳が振る舞われたほか、士幌町商工

会青年部が手作りの露天風呂を設置するなど、賑やかな新年を迎える

ことができました。

１月６日の新年交礼会では、本年度の功労者表彰の表彰式が行われ

ました。町功労者表彰では、町議会議員として本町の自治振興の発展

に尽力された、佐倉南区、佐古準一さん、吉野、富田忠雄さん、本通、

杉原 憲司さんが自治功労賞を受賞され、緊急輸血の必要性を認識さ

れ１５０回の献血を続けてこられたほか、大雪山国立公園パークボラ

ンティアに１３年間参加し、自然環境の保全・維持に尽力されたとし

て、南団地 木谷 文彦さんが善行賞を受賞されました。
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また、開運、中島康夫さんは、士幌町森林組合長理事を長く歴任さ

れるとともに、北十勝３町の森林組合を合併する「十勝大雪森林組合」

の創立や北海道森林組合振興協議会副会長としての活躍など、北海道

の林業・林産業発展に貢献された功績が認められ、北海道産業貢献賞

を受賞されました。

１月８日には成人式を開催いたしました。当日は新成人６２名のう

ち４３名が出席され、たくましく成長されたことを祝い、これからの

未来が希望に満ちたものであるよう、若い力に大きな期待をしたとこ

ろであります。式典では、宇佐見 龍也さんと安村 志織さんが成人を

代表して「誓いの言葉」を力強く宣誓したほか、今井 明日香さんが

「交通安全宣言」を読み上げ、引き続く交歓会とあわせなごやかな成

人式となりました。

２月２５日には、女性の活動団体会員や町の審議会・委員会等の女

性委員２７名が参加のもと、第６回「女性サミット」が開催され、女

性自らが実行委員会を組織して検討した内容で、活発な意見交換が行

われました。

次に、国民健康保険病院の平成２３年度決算見込みについてご報告

申し上げます。

まず、患者の決算見込数では､入院で平成２２年度と比較しまして、

１１０％の１６,９２４人、外来で１０２％の３０,４１７人となる見

込みであります。

また、決算見込額については、病院事業収益は平成２２年度と比較

しまして､４ ,３８６万円増の５億８ ,０６８万円の見込みであり、そ

の要因は、主に４月からの常勤外科医の着任による患者数の増による

もので、入院では４,０００万円の増、外来では１,１４２万円の増と

なる見込みであります。その他の医業収益では予防接種の減と各種健

診などの減により６７２万円減となる見込みであります。

病院事業費用は、平成２２年度と比較しまして､６,０３８万円増の

９億４,８７９万円の見込みであり、給与費で４,０７６万円の増、こ

れは医師の増及び職員の異動などによるものです。

また、材料費で２,２６５万円の増で患者数増に伴う診療材料等の

増、及び高額医薬品を必要とする疾病患者が多かったためによるもの

であります。

経費では燃料単価の増に伴う燃料費の増、外科医師着任に伴い出張

医等の報償費減及び新規医療機器保守管理などによる委託料の増など

により、４６３万円の増となるところであります。

収益と費用を差し引いた収支不足額は、平成２２年度と比較して１,

６５１万円増の３億６,８１１万円となる見込みであります。

一般会計が負担する他会計負担金は、現金収支で支障が生じない額

を繰り出すこととし、平成２２年度と比較しまして１,０００万円減
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の３億３,０００万円となる見込みであります。

以上の結果、平成２３年度純損失額は、平成２２年度と比較しまし

て２,６５１万円増の３,８１１万円となる見込みであります。

なお、詳細につきましては、「決算見込みの状況」として資料を添

付してありますのでご参照願います。

平成２３年４月から井上外科部長を迎え、常勤医４人体制で、大川

院長を中心に病床利用率の向上や、外来患者の増加を目的とした診療

を精力的に行っており、特に本年度からは下肢静脈瘤手術も行い、病

床利用率は大きく向上が見られました。ただ、患者増に伴う経費の抑

制についての検討を指示しているとこであります。

４月からの医師の体制につきましては、新たに、現在せたな町立国

保病院に勤務されている、徳永雄幸先生に内科部長として着任頂くこ

ととなり、長年ご活躍いただいた安達名誉院長には、嘱託医として主

に外来並びに保健業務等を担当願い、常勤医４.５人体制とし、訪問

診療を含めた新たな業務の取り組みも検討しているところでありま

す。

国保病院は町内唯一の医療機関であり、帯広の総合病院等との連携

や病床利用率の向上、検診体制の充実など、経営改善やサービス向上

に職員が一丸となって取り組むよう指示をして参りたいと存じますの

で、議員各位のご指導とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

このほか、今期議会に上程する案件は、平成２３年度補正予算８件、

病院事業の剰余金処分に関する条例案１件、一部条例改正９件、指定

管理者の選定２件、組合規約の変更１件、農業共済事業事務費賦課に

ついて１件、家畜共済危険段階共済掛金率等の変更１件、人事案件２

件、平成２４年度各会計予算９件をあわせ３４件であります。

それぞれ詳細をご説明させていただきますので、充分ご審議の上可

決賜りますようお願い申し上げて、行政報告にかえさせていただきま

す。

４ 加納議長 日程第４、教育行政報告、教育長から行政報告の申し出があります

ので、これを許します。教育長、登壇願います。

神 野 昨年１２月定例町議会以降の教育行政の経過について、その概要を

教 育 長 報告申しあげます。

はじめに、学校におけるインフルエンザの感染状況ですが、士幌小

学校で３学期開始以降徐々に罹患者が拡大し、第４学年で２日間の学

級閉鎖を行いました。

その後、士幌小学校では大きな感染の拡大は見られませんが、中央

中学校や士幌高校においても感染が報告されていますので、予防対策

に万全を期すとともに各家庭との連携を図っていくことといたしま

す。

新田小学校は、１月１２日から１５日までの４日間、都市交流事業
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で児童と保護者および引率者が、川崎市立下河原小学校を訪問しまし

た。川崎市では心のこもった歓迎を受け、両校の学校紹介やスポーツ

交流を通して、友好の絆をより一層深めることができました。

また、大都市の生活環境や歴史・風土に触れるなど、農村地帯で育

つ子どもにとっては貴重な体験をすることができました。

次に、十勝いじめ根絶強化月間に関連した本町の今年度の取り組み

は、校長会議で出された意見も参考にして町内児童生徒のいじめ防止

メッセージ標語づくりに取り組んでいただきました。

今回応募があった作品については、掲示用に作成して全校に配付し、

いじめ根絶の意識の啓蒙を図ったほか、町広報紙に掲載するとともに

総研ロビーに展示、さらに役場で使用している封筒に、この標語を印

刷して広く啓蒙を図ることといたしました。

この取り組みの一つひとつはさほど大きなものではありませんが、

児童生徒が自らの意識と行動でこの取り組みの意義をさらに確かなも

のにしていきたいと考えます。

このほかに、町および学校が進めた特徴的な取り組みとして、2点

について報告いたします。一つは、各学校では授業を積極的に公開す

る動きが顕著になっておりまして、１２月に中央中で道徳の授業が公

開され、１月には複式校の集合学習として外国語活動が公開されまし

た。こうした実践を目の当たりにして、以前にはなかった前向きな学

校の姿勢が質の高い実践を生み出しているという印象を強く受けたと

ころでございます。

もう一つは、町および各学校で行っている児童生徒への学習サポー

トについてでありますが、町では12月の土曜日に2回、各学校では冬

季休業期間を利用して３～５回学習サポートを実施いたしました。学

習の基礎的基本的な内容の定着を目指すこの取り組みは、一般の先生

方も指導に加わって、次第に内容の充実が見られる

ようになっております。

次に、中央中学校スケートチームは１月７日から釧路市で開催され

た第４２回北海道中学校スピードスケート大会に５名（男子２名・女

子３名）が出場し、決勝進出を果たした選手４名が、１月２７日から

長野市で開催された第３２回全国中学校スピードスケート大会に出場

しました。

全国大会の結果は、２年女子1,500Mで第３位、同3,000Mで第4位の

好成績を収めたほか、他の選手もそれぞれ自己ベストタイムを更新す

るなどの活躍をいたしました。また、北海道中学校スキー大会アルペ

ン競技に、同校２年男子が出場したほか、日韓青少年冬期スポーツ交

流事業として同校スケート部女子２名が韓国ソウル市に派遣され、競

技を通して日韓両国の友好と親善の大役を果たしました。

選手各位の今日までの弛まぬ努力と、それを支えてこられた保護者
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や指導者のご苦労に心から敬意を表すとともに、今後より一層の活躍

をご期待申しあげます。

次に、高等学校関係につきましては、第５９回卒業式が３月１日多

数の来賓や保護者のご臨席の下、盛大に挙行されました。

本年度の卒業生は、アグリビジネス科１７名、フードシステム科２４

名で、思い出多い学び舎をあとにし、それぞれの希望に向かってスタ

ートいたしました。

卒業生の進路につきましては、進学で酪農学園大学に２名、大谷短

期大学に１名のほか、道立農業大学校や、帯広高等技術専門学校およ

び各種専門学校など合わせて１９名が内定を受け、就職の状況につき

ましても、希望者２２名中１５名が町内および管内企業を中心として

内定を受けています。

進学を含めた進路決定率は８２，９％となっており、長期的な経済

の低迷が続き、厳しい雇用環境の中で熱意をもって進路指導にあたり、

結果を生み出した学校長以下全教職員に対し改めて厚く感謝を申しあ

げます。

平成２４年度入学者選抜試験の出願状況につきましては、第一次募

集でアグリビジネス科１８名、フードシステム科３８名の出願があり、

去る２月１３日推薦入学者選抜検査を実施した結果、両科合わせて３

３名の推薦合格内定者を決定しました。

一般入学学力検査は３月６日に実施されましたが、その入試の結果に

加え、さらに2次募集によって入学生の確保に努めていくことといた

します。

次に、社会教育関係について報告申しあげます。

本年度の文化・スポーツ賞等の表彰でありますが、過日社会教育委

員会議の答申を得、文化部門では文化奨励賞３名、ジュニア文化賞１

名、同文化奨励賞１３名を決定いたしました。

また、スポーツ部門では、スポーツ功労賞２名、同奨励賞1団体、

ジュニアスポーツ賞３名、同奨励賞１２名3団体を決定し、来る３月

１１日開催の第６回みんなで教育を考える集いの席上で顕彰すること

としております。

次に、各種学習活動は、女性ライフスクールが食品加工研修センタ

ーで加工実習を実施したほか、中士幌地区および佐倉地区女性学級も

自主的な学習活動が行われ、本年度の事業を終了いたしました。

柏樹大学および同大学院生は、定例の学習会やクラブ活動のほか、

上士幌シルバー学級との交流会が上士幌町で開催され、フロアーカー

リングなどで楽しい交流会となりました。

文化活動では、１月６日新春書初め大会を開催したのをはじめ、総

研ロビー展では書初め展や陶芸サークルによる陶芸作品展を行い、広

く芸術文化に親しむ機会を提供しました。
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町文化協会は、昭和46年に結成以来40周年を迎え、去る2月26日に

記念芸能発表会および記念祝賀会が開催されました。同協会は、芸術

文化活動を通して地域文化の振興に大きな使命を果たされたことに心

から敬意を表するとともに、今後とも地域に根ざした文化の発展に尽

力くださいますようお願い申しあげます。

スポーツ関係では、町営スケートリンクが１２月１８日にオープン

し各種大会が開催されました。

今シーズンのはじめは雪不足などによりリンク造成が心配されてい

ましたが、町スケート協会のご尽力により良好なコンディションを保

つことができ、各大会で過去の記録が更新されるなど実り多いシーズ

ンとなりました。

次に、１２月１８日全日本男子バレーボールチームの中垣内コーチ

を招いて、バレーボール教室を行いました。当日は、士幌バレーボー

ル少年団と中央中バレーボール部の参加により、基本的な技術や練習

方法等について指導をいただきました。

この取り組みを通して、子どもたちに貴重な機会を与えていただき

ました関係者各位に対し、心から感謝を申しあげます。

また、実行委員会主催による高校女子バレーボール合同強化合宿が、

１月５日から６日間の日程で総研アリーナにおいて開催されていま

す。

次に、全町民がスポーツを通して冬期間の運動不足やストレスを解

消するとともに健康増進を図ることを目的とした軽運動普及教室は、

昨年１２月から２月まで毎週月曜日に開催されたほか、１月２２日、

２月２６日の２日間、歩くスキーツアーを開催し多くの方々の参加を

得ることができました。

この歩くスキーツアーは町民健康づくり事業と連携を図って取り組

んだものですが、今後さらに多くの方々が参加できるよう内容の充実

を図っていくことといたします。

以上、要点のみを申しあげ、教育行政報告といたします。

加納議長 これで行政報告は終わりました。

５ 日程第５、町政執行方針、町長から町政執行方針の説明があります

ので、これを許します。町長、登壇願います。

小林町長 平成２４年第１回定例町議会の開会にあたり、平成２４年度の町政

執行方針とあわせ、予算の概要について申し上げ、議員各位のご理解

とご協力を賜りたいと存じます。

長引くデフレ経済からの脱却に加え、東日本大震災からの復興、社

会保障と税の一体改革と、国のあり方を変えるべく日本再生への戦略

的展開が求められているところでありますが、国の政治・経済の動向

は極めて不透明であり、平成２４年度予算案をめぐっても年度内の自

然成立はなくなるとともに、関連法案の成立も極めて厳しい状況にあ
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り、その影響が懸念されるところであります。

景気低迷や雇用不安に加えて、地域主権改革への指向、エネルギー

問題、地域産業の動向など、町を取り巻く環境が大きく変化する中に

あって、行財政、産業経済、町民生活といずれの分野においても厳し

さ、多様さが増しています。

その様な中での町政推進は、時代のニーズをしっかり踏まえつつ、

健全な財政運営に留意しながら、地域の特性と資源を活かした地域づ

くりを積極的に推進しなければなりません。

今年度は、開町１００周年に向けたスタートの年であることも意識

をし、町づくり基本条例の主旨を踏まえた協働の町づくりの更なる推

進をしながら、時代のニーズを見据えた戦略的な町づくり、健全な財

政に留意しつつ、メリハリのある財政の推進を政策展開の基本とし、

地域の人、産業資源を活かした「活力のある町」と町民誰もが安心、

安全、生きがいを実感できる「豊かな町」を目指し、全力を傾注して

新しい町づくりを推進して参る決意であります。

我が国の経済は、景気低迷や雇用不安が続くデフレ状況に加えて、

東日本大震災、原発事故と電力節約、円高、世界的な金融市場の動揺

といった新たな危機に直面しています。

平成２３年度の国内総生産の実質成長率は、▲０.１％（名目成長

率は▲１.９％）と見込まれているところであり、国民には閉塞感が

広がっていますが、平成２４年度の経済見直しについては、復興施策

の推進により需要の発現と雇用の創出が見込まれることから、国内総

生産の実質成長率は、２.２％程度（名目成長率は２.０％程度）と、

プラス成長となるものと見込まれていますが、政治の不安定さとあわ

せ、欧州各国での債務危機や円高の進行に伴う国内空洞化の加速、電

力供給の制約などが先行きのリスクとして挙げられています。

一方、財政状況も景気低迷の影響に加え、東日本大震災復興対策が

本格化する中、今年度における国と地方をあわせた長期債務残高は、

約９０３兆円となっていることに加え、国の平成２４年度当初予算案

における、新規国債発行額が４４兆２,４４０億円となり、３年連続

で国債が税収を上回る厳しい状況であります。

こうした背景のもとに、昨年１２月２４日に閣議決定された平成２

４年度の政府予算は、東日本大震災からの復興、経済分野のフロンテ

ィアの開拓、分厚い中間層の復興、農林漁業の再生、エネルギー、環

境政策の再設計を重点分野として、日本再生に取り組むとともに、地

域主権改革の推進と既存予算の不断の見直しを目指す予算として、一

般会計の予算規模は９０兆３,３３９億円と、前年度比▲２兆７７７

億円、▲２.２％減と６年ぶりに減少となったものの、別枠となる基

礎年金国庫負担や東日本大震災復興費を加えると、９６兆円と実質過

去最大となるものであります。一般歳出は大幅に減額となる中、北海
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道開発予算も４,３０５億円と、農林水産省関係予算と同様に１２年

連続で減少となりました。

また、「農業農村整備事業費」の北海道分は、前年度比１０.６％増

の５８８億円が計上され、本町が要請していた２地区についても採択

となったものであります。

地方財政への対応においては、一般財源は、５８兆９,７４１億円

で､内地方交付税は別枠加算も維持され、１７兆４,５４５億円となり

ました。

一方、財源不足の補填措置である臨時財政対策債は、６兆１,３３

３億円と前年度比▲２６０億円､▲０.４％と前年度に続く減額となり

ました。

この様な国の経済、財政の動向の中にあって、町の行財政を取り巻

く環境は依然として厳しいものがあり、その状況を踏まえて平成２４

年度の予算編成を行ったものでありますが、今後も財政の健全化にも

一層留意をしなければならないものと、認識をしているところであり

ます。

本年度は、第４期行政改革推進大綱、高齢者保健福祉計画、障がい

者福祉計画などがスタートとなる年度であり、効率的かつ計画的な行

財政運営に留意しつつ、時代のニーズを踏まえた積極的な施策を展開

する、メリハリのある町づくりを推進して参る所存であります。

次に、平成２４年度に重点的に展開する施策について、その考えを

申し上げます。

一つ目は、時代のニーズを踏まえた計画的かつ効率的な町づくりの

推進であります。

国においては、３年連続国債が税収を上回る厳しい財政環境にあり

ますが、地方においても、地方交付税は平成２４年度においても前年

度を上回ることとなったものの、今後の動向は不透明であり、財政の

状況は硬直化の進行など、依然として厳しいものがあります。

一方で、地方分権の流れの中で、地域の自由裁量を拡大するための

「地域自主戦略交付金」は、平成２３年度の都道府県分に続いて、平

成２４年度からは政令指定都市に対象が拡大されたところであり、地

域主権改革が加速される方向であります。

この様に、地方自治を取り巻く環境は大きく変化をするとともに、

厳しさが増していますが、その様な中での町政推進は、時代のニーズ

をしっかり見極めながら、より計画的かつ効率的な運営を徹底しなけ

ればなりません。

平成２４年度は、第５期町づくり総合計画の後期計画に示されたプ

ロジェクト事業の推進に全力で取り組むとともに、今年度スタートと

なる高齢者保健福祉計画、障がい者福祉計画など個別計画を、関係す

る機関・団体としっかり連携しながら推進して参りたいと存じます。
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次に、行政改革の推進についてでありますが、本年度は第４期行政

改革推進大綱がスタートする年度であります。地方財政の状況は、依

然として厳しいものがありますが、とりわけ本町においては、町が担

う事務事業が多いこととあわせ、「過疎地域自立促進特別措置法」の

対象となっていないことから、財源確保に苦慮しているところであり、

国・道に対して「準過疎」としての支援措置を強く要求することとあ

わせ、財政運営により配意をしなければなりません。

二つ目は、町民と行政が協働する町づくりの推進であります。

少子高齢化や人口減少社会の進行とあいまって、行財政、産業経済、

町民生活と、いずれの分野においても多様で厳しさが増す中での町づ

くりは、町民と行政の協働なくしてはあり得ないものと認識をするも

のであります。

「生き生きふれあいサロン」の展開やNPOによるへき地保育所の運

営、農地・水・環境保全向上対策における保全隊活動など、それぞれ

の地域、団体における、様々な取り組みが着実に定着しているところ

であり、今年度も「士幌町まちづくり基本条例」にのっとり、体系的

に協働の町づくりを推進して参る所存であります。

これまで実施している「町づくり協働推進事業」や「パートナーシ

ップ推進事業」の充実、NPOやボランティアなど町民活動への支援と

併せ、女性・青年が“一歩前進する活動”を実践されるよう支援をし

て参りたいと存じます。

三つ目は、活力ある地域産業の振興と地域活性化の推進であります。

本町の基幹産業である農業をめぐっては、局地的な集中豪雨や記録的

な猛暑による作況への影響に加え、原発事故による風評被害により牛

肉価格が低迷するなど厳しい環境にありながら、前年に続いて３００

億円に近い販売高となる見込みであり、生産者、関係機関・団体の努

力に敬意を表すとともに、改めてこれまで築いてきた士幌農業の底力

を感じるものであります。

一方で、戸別所得補償制度や６次産業化など農業政策の動向に加え

て、ＴＰＰ参加への協議や世界的な気象変動による穀物の高騰など、

農業をめぐる情勢はかつてない大きな動きであり、その動向に注目を

しなければなりません。

農業政策については、条件の異なる地域の農業を一律基準により行

うのではなく、その地域の特性を活かして、「適地適策」により地域

の生産性が向上する政策展開を求めて参る所存であり、ＴＰＰについ

ては、農業はもとより地域産業の崩壊に繋がるものであり、食料安保

の視点を持ちながら、関係機関・団体と連携して、“断固反対”を貫

いて参りたいと存じます。

農業をめぐる情勢が厳しさを増しているところでありますが、士幌

町の基幹産業はあくまでも農業であり、農業の発展なくして士幌町の
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発展はあり得ないとの認識をするものでありますが、国際化とあわせ

地産地消やブランド化など、農業を取り巻く環境や農業へのニーズが

変化する中にあっては、これまで築いてきた生産性の高い士幌型の農

業に加えて、新たな展開も期していく必要があり、農業・農村の多面

的機能を活かした「士幌型農業＋α」の取り組みを、農協や商工会な

ど関係の皆様と連携をしながら、推進して参りたいと存じます。

一方、景気低迷や消費流出が続く中、商工業を取り巻く環境も一層

厳しいものがありますが、商工業は農業と並ぶ主要な産業であること

とあわせ、高齢社会が進む中にあっては、新たなるサービス機能の充

実も必要と認識をしているところであり、商工会関係の皆様にも積極

的な取り組みに挑戦していただきながら、町内購買の向上、消費者の

接点強化、商店街環境の改善など、活性化対策を推進して参りたいと

存じます。

とりわけ、商工会が中心となり、町・農協が連携している農商工連

携について、士幌町における新しい地域産業形成の視点を持って、積

極的に推進をして参る所存であります。

また、産業振興を進める上で、担い手の育成は重要な課題であり、

農業・商工業の女性・青年の活動を促進すべく産業担い手育成の新た

な支援制度を創設して参りたいと存じます。

更に、大きな課題となっている雇用対策や定住人口の増加に向けた

住宅対策など、地域の活性化に向けた取り組みを全力で推進してまい

る所存であります。

四つ目は、子育て支援の推進であります。

少子化傾向が急速に進む中、子育て支援の推進は緊急かつ重要な課

題であり、本年度も重点施策として事業を展開して参る所存でありま

す。

これまで、子育て祝い金制度の創設、認定こども園の開設、へき地

保育所の再編などを推進してきたところでありますが、任意予防接種

ワクチンや乳幼児医療の拡大などを推進するとともに、地域との連携

や世代間交流による子育て支援ネットワークを形成して参りたいと存

じます。

更に、少人数学級や学童保育の充実など、学童期における支援対策

を推進しながら、地域における子育て環境の充実を図って参りたいと

存じます。

一方、全国的に子供の虐待や事故が頻発している事態を大変憂慮し

ているところであり、子供の権利擁護や安全対策を関係機関との連携

のもと取り組んで参りたいと存じます。

五つ目は、安心・安全が実感できる町を目指してであります。

少子高齢化、核家族化、雇用不安などが進行する中にあって、保健・

医療・福祉の推進においては実態や動向に注視をしながら、きめ細や
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かな対応が必要であると認識をしているところであります。

現在、国においては「社会保障と税の一体改革」の議論が展開され

ているところでありますが、財源を確保すべく消費税議論もさること

ながら、少子高齢化社会が進む中にあって、将来の社会保障の青写真

をしっかり示すべきと思うところであり、今後とも町村会などを通じ

安定した社会保障制度の確立を強く主張して参りたいと存じます。

次に、近年において中高齢者に健康を害する方が散見されるなかに

あって、健康診断、予防医療の普及など健康づくりの推進は一層重要

であると認識をしているところであります。

とりわけ、特定健診、特定保健指導については、啓蒙活動の徹底や

巡回健診の拡大を図りながら、目標受診率５０％、目標指導率４５％

達成はもとより、社会教育における「町民１人１スポーツ」や「すこ

やかロード」を活用したウォーキングの普及などと連動しながら、４

０才以上町民の「皆健診運動」として、精力的な取り組みを展開して

参りたいと存じます。

次に、高齢者及び障がい者の福祉についてでありますが、福祉関係

法人など機関団体との連携を密にしながら、着実に事業の推進を図っ

て参りたいと存じます。

高齢者福祉では、本町の介護保険サービスは施設サービスのウェート

が高いことが特徴でありますが、今後、更に高齢化が進む中にあって

は、新しい「高齢者保健福祉計画」でも提示しているとおり、「在宅」

或いは「施設」と「在宅」を結ぶサービスの展開が必要であり、平成

２４年度において、社会福祉法人 士幌愛風会が事業主体となって、

「小規模多機能型居宅介護事業所」及び「地域共生型交流施設」のサ

ービスが開始となります。更に、平成２４年度からスタートの住生活

基本計画・公営住宅等長寿命化計画にも位置づけをしながら、高齢者

住宅の整備を推進して参りたいと存じます。

障がい者福祉では、NPO法人「士幌町障がい者支援の会」により、

日中一時支援事業所「すずらんの家」、地域活動支援センター｢ほの

ぼのホーム」が運営されているところであり、平成２３年度からは、

北海道で初めてとなる混合型グループホームでの居宅サービスが、

(有)ひまわりの運営により開始されました。

今後とも、両事業者をはじめ、関係の皆様と連携をしながら、新し

い「障がい者福祉計画」に基づき就労支援などの取り組みを推進して

参りたいと存じます。

更に、障がい者総合福祉法も踏まえつつ、施設・機能に及ぶ地域の

障がい者支援対策の検討を行って参りたいと存じます。

更に、地域福祉計画に基づき、社会福祉協議会など福祉関係団体と

連携しながら、全地域で展開されている「ふれあいいきいきサロン」

や、新しい取り組みが模索されている「見守りネットワーク事業」な
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ど、地域で支え合うシステム作りを積極的に推進して参ります。

次に、地域医療に関わってでありますが、医師・看護師不足、診療報

酬の改定などにより、自治体病院を取り巻く環境は依然として厳しい

ものがあります。新年度からは新しい内科医が就任し、４.５名体制

となるものでありますが、今後とも医師確保対策に鋭意努力をして参

りたいと存じます。

いずれにしましても、病院問題は町にとって大きな課題懸案である

と認識しているところであり、国保病院が町内唯一の医療機関、保健

・福祉・医療を包括する「福祉村」の中核施設としての役割を果たせ

るよう、病院スタッフともども、全力で取り組んで参る所存でありま

すが、議員各位のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

一方、昨年３月１１日の東日本大震災を受けて、この災害を想定範

囲内とする地域防災計画の見直しが求められているところでありま

す。

本町においても、耐震基準に基づく避難場所の変更など地域防災計

画の見直しを行うとともに、平成２４年度においては役場庁舎・コミ

センの耐震診断を実施する予定であり、町民誰もが安心・安全を実感

できる地域づくりに一層留意をして参る所存であります。

六つ目は、農村環境の充実であります。

２１世紀は、食料、環境、エネルギーの世紀と言われる中、自治体

における環境対策も一層重要となっているところであります。

とりわけ、３.１１東日本大震災による原発事故を受けて、再生可

能エネルギーの普及などエネルギー・環境政策の新たな展開は緊急の

課題となっております。

本町における環境対策は、従前からの公害防止対策、ごみの適正処

理、快適環境づくり事業、自然環境保全対策に加えて、省エネとして

の「環境マネージメントシステム」や新エネルギービジョンを策定し

て推進しているところであります。

特に、「環境宣言」の主旨を体しながら展開をするものであり、今

年度における具体的事業として、太陽光発電の推進や低公害車の導入

とあわせて、民間主導によるバイオガスプラントの普及にも取り組む

とともに、開町１００年に向けた“森づくり”など、農村における総

合的な環境対策を推進して参る所存であります。

その他、消防の広域化や定住自立圏構想など、広域連携の拡大に取

り組むとともに、国道２７４号別線ルートの早期完成と拠点形成の検

討、農地・水・環境保全向上対策の継続、農業基盤整備事業（国営・

道営）の推進、農業共済事業の組織再編への対応など、主要懸案事業

に精力的に取り組んで参りたいと存じます。

それでは、平成２４年度町予算の概要について申し上げます。

平成２４年度一般会計予算額は、６２億８,２００万円で、前年度に



- 19 -

比べ９,４００万円１.５％減の２年連続の緊縮型の予算編成となった

ところであります。

また、一般会計他７特別会計、１事業会計の合計は、１１３億４,

０３５万８千円、対前年度比０.５％減の予算となりました。

一般会計予算の減額要因は、議会費では、議場の音響設備改修工事

の終了、総務費では、開町９０周年事業の終了、住民情報システムの

クラウド化による委託料の縮減、町有林管理に係る事業費の減、衛生

費では、北十勝２町環境衛生処理組合のゴミ焼却施設改修工事が終了

したことによる分担金の減、労働費では、国の緊急雇用対策に係る事

業の減少による減、更に公債費では、過疎債等の償還が一部終了した

ことによる減額が主な要因であります。そのほか、士幌北地区におけ

る農地集団化事業が終了し、本年度は上居辺地区での実施を予定して

おりましたが、地区内での意向調査の結果、事業実施が困難なため、

上居辺地区での実施は見送ることとし、本年度は次年度の実施地区の

検討を行うことといたしました。

一方、増加している事業では、農林業費で、道営土地改良事業にか

かる負担金の増額、商工費では、企業立地促進にかかる奨励金の増、

観光施設の維持運営にかかる補助金の増、教育費では、スポーツ合宿

の宿泊施設として利用する高原寮の改修等に係る経費、災害時の避難

所と指定する中士幌公民館への太陽光発電システムの設置工事などで

ありますが、減額となる要因の方が大きいことから、結果的に前年度

予算を下回ることとなりました。

本年度は、企業立地促進を含めた定住、雇用対策の推進、国道２７

４号別線ルートを活かした拠点形成の基本計画策定、産業担い手の育

成、健康づくりの推進などを重点的な施策と位置づけをし、新たにス

タートする第４期行政改革推進大綱に基づき、経常経費の節減に努め

ながら、第５期まちづくり総合計画の主要事業を推進すべく予算編成

となったところであります。

主要事業につきまして、農業関連では、道営土地改良事業として基

盤整備５地区、ふるさと農道事業として３路線、合わせて２億６,１

５０万円を計上したほか、農地・水・環境保全向上対策事業では、本

年度も継続し、町内全地区分に３,２５４万円を計上いたしました。

次に、道路の新設改良事業では、新規1路線、継続6路線の計７路線

で、２億５,７００万円を計上しました。

住宅関連では、昨年度に引き続き士幌北団地の６区画分の住宅分譲

地造成費として２,６６０万円、公営住宅屋根塗装及び内窓プラスト

サッシュの取り付け等の改修費に７３８万６千円を計上したところで

あります。

林業関係では、林道の整備を進めるため一昨年度から実施している

道営林道事業・森林管理道ワッカ・美加登線開設事業の負担金として
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１,４２２万５千円、町有林管理事業としては、事業費の１００％補

助等で実施できました基金間伐が終了したことから、原材料費等を含

め、前年度より約１,８００万円少ない１,８９０万５千円を計上した

ところであります。また、民有林への造林事業を推進するために、「未

来へつなぐ森づくり推進事業」として北海道からの補助金に上乗せし、

５２９万１千円を計上しました。

ソフト事業としては、先ほども申し上げましたとおり、定住促進関

連や国道２７４号別線ルート開通に伴う拠点整備に係る調査等を重点

プロジェクトと位置づけしたほか、昨年度に引き続き、子育て支援事

業や協働の町づくり事業、また、農業・商工業関係の青年・女性によ

る新しい取組等に対する助成事業を計上したほか、スポーツ合宿の関

連事業費を計上いたしました。

総務費関係では、只今申し上げたとおり、重点プロジェクト推進事

業調査費として４００万円を計上し、拠点形成に係る調査やその他の

町づくり総合計画の重点プロジェクトの調査費用とするものでありま

す。

子育て支援事業では、前年度に引き続き乳幼児医療費助成を小学生

の入院に加え、非課税世帯の外来を無料、その他世帯は１割負担とし、

２,０７０万５千円を計上、また、子育て支援祝い金として６６５万

円を計上したほか、中士幌保育園の運営委託料など中士幌児童ステー

ション委託・助成経費として５,６０３万円、へき地保育所３カ所の

地域運営に関して、必要経費を合わせて１,７５１万９千円を計上し

ました。

このほか、平成２３年度でへき地保育所条例の保育料に関する特例

により、保育料の減免に関する事項の期限がきれるため、助成制度に

切り替え低所得者層への負担を軽減するため、へき地保育所保育料助

成金として、７６万７千円を計上し子育て支援の充実を図ることとし

ました。

予防衛生事業では、子宮頸ガン予防ワクチンやヒブワクチンなどの

予防接種事業に、前年度より７００万円あまり少ない９４１万３千円

計上しましたが、これは、本年度が新たに対象となる年齢に達する者

が主な対象者となるため、前年度に比べ予算額が少なくなったもので

あります。また、がん検診や特定健診を含む各種の健康診断事業には

１,３６２万５千円、妊婦の定期検診に係る委託料・助成に５１１万

５千円を計上したほか、不妊治療に対しては、前年度より助成する回

数を１回増やし、年３回までの不妊治療に対し１回あたり１０万円を

限度として、計６０万円を助成することいたしました。また、本年度

から新たにすこやかロード関連事業として、ロードマップ看板の作成

やウォーキング講習会にかかる経費として２５万５千円を計上したと

ころであります。
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生涯学習の推進には、DVDソフト・図書の購入、ブックスタートな

どに２８５万８千円、町内の小中学生を対象に物作りや生産活動を通

じ、食品加工センターの機能を活用した体験的な学習を行うことを目

的に、食農体験学習事業として１００万円を昨年度に引き続き計上し

たところであります。

協働の町づくり事業については、町づくり協働推進事業及びパート

ナーシップ推進事業、合計１,４１９万円を計上しました。

福祉関係では、障がい者の活動支援として本年度から本格的に活動

する、就労継続支援Ｂ型のサービス実施のための「ほのぼのホーム共

同作業所」の助成金として８５万円、地域活動支援センター「ほのぼ

のホーム」の運営や人件費に対する助成金として９１７万９千円を計

上しました。また、本年度は十勝地区身体障がい者スポーツ大会が本

町で開催されることから、身体障がい者福祉協会士幌町分会への助成

金を５０万円上乗せしたところであります。

このほか、認定こども園や小規模多機能施設の駐車場の整備に１,

２１７万３千円を計上しました。へき地保育所３箇所の地域運営に関

し、必要経費を合わせて１,７５１万９千円を計上したところであり

ます。

農林業関係では、シカ等の有害鳥獣対策として、本年度から狩猟免

許を持たない者でも、一定の条件により免許取得者の下でわなを設置

できる制度がスタートすることから、地域単位で、わなによる捕獲体

制を整備することといたしました。当面モデル事業として、３地区を

募集し、免許取得に対する助成や、くくりわなの貸与、取扱者に対す

る講習会の開催経費、捕獲に対する報償費等を含め、３７６万３千円

を計上したところであります。

このほか重点事業の一つと位置づけしております、農業青年・女性

による地域特産品の開発やイベントの開催など新たな取り組みを支援

する､農業新分野開発推進事業を創設し､１００万円を計上しました。

商工業関係では、昨年度に引き続きプレミアム商品券の発行分として、

１,０００万円を計上、農業分野と同様に商工業関係の青年・女性に

よる新たな取組を支援する、商工業にぎわい創出推進事業として１０

０万円を計上し、商業振興や農商工連携の推進を図ろうとするもので

あります。また、定住対策として、企業立地促進条例の一部を改正し、

新たに町内に居住する従業員に対し一人につき年３６万円、総額で１,

８００万円を限度とする奨励金制度とし、該当事業者に対し、９３６

万円の奨励金を計上しました。

このほか、前年度に引き続き賃貸住宅を建築した場合、建物の敷地

面積１㎡あたり１万円の補助金として１,０００万円を計上、商工会

の事業として本年度から実施します空き家の流動化対策として、取り

壊し費用に対し、１戸あたり５０万円の２戸分を商工業活性化対策助



- 22 -

成金の中に盛り込みました。

教育関係では、少人数学級推進のための教員の配置に７４２万８千

円を計上、障がい児教育のための特別支援員の配置に１,５２５万５

千円を計上しました。また、各小・中学校・高等学校の施設及び教員

住宅の維持・改修に１,０８４万５千円を計上し、施設の充実、延命

を図るところであります。

このほか、スポーツ振興はもとより、町内施設の有効活用や地域の

活性化を図るため、スポーツ合宿誘致の費用として、合宿所として利

用する高原寮の改修、体育施設備品、商工会や観光協会への負担金、

補助金等を含め１,６８２万７千円を計上しました。

このほか、事務事業関係として住民情報システム自治体クラウド事業

に２,８０３万５千円、開町１００年に向けた森づくり事業として、

本年度は遊水公園の並木の整備に協働事業で植林する苗木代として２

０万円を計上しました。

防災対策としては、役場庁舎・コミセンの耐震化診断委託に７８２

万８千円を計上したほか、災害時の避難所としての中士幌公民館に太

陽光発電システムを設置する費用として２,５００万円を計上しまし

た。

環境・地球温暖化対策としては、住宅用太陽光システム助成に5戸

分として１４０万円、また、中士幌地区で分譲しているみのり野団地

の販売促進のため、新規分譲地の購入者の太陽光発電導入に対する助

成として１１６万円を計上したところであります。

歳入では、地方交付税総額を前年度と同額の２８億５,０００万円、

臨時財政対策債は２億２,７００万円を計上し、財源不足については、

減債基金と財政調整基金から３億５,４５８万３千円の繰り入れを計

上しました。

今後も地方交付税の減少や補助金の削減などが予想されることか

ら、第４期行政改革推進大綱の的確な実施に努めるとともに、第５期

町づくり総合計画の後期計画の実施に向け、国の様々な制度改正等的

確に踏まえながら、より一層の財政の健全化を目指して参ります。

次に、一般会計以外の各特別会計等について申し上げます。

国民健康保険事業特別会計は、ほぼ前年度と同じ規模の予算額であ

りますが、医療費の伸びが見込まれること、及び国庫支出金の財政調

整交付金も不安定な要素があることから、一般会計からの事業繰入金

を前年度より1,８００万円あまり多い、１億円を計上したところであ

ります。今後の医療費の伸びによりましては、税率の改定も視野に入

れなければならない状況にあります。

後期高齢者医療事業特別会計につきましては、広域連合への納付金

の伸びにより､１,１５０万円､１３.５％の伸びとなったところであり

ます。
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介護保険事業特別会計につきましては、３年毎の保険料の見直しに

ついて、条例改正をお願いしているところであり、これによりまして、

予算額は６,８１９万２千円、１２.６％の増となるところであります。

介護サービス事業特別会計につきましては、介護度の重度化に伴い入

浴時のそれぞれの負担を軽減するため、機械浴の機器を増設する備品

購入費の増により、総額で１,２３４万４千円の増額となったところ

であります。

簡易水道事業特別会計では、新水源地の配水施設整備事業の４年目

となり、本年度は主に計装機器の整備となります。その他管渠の漏水

調査や水道メーター器取り替えなど施設の延命を図るため予算を計上

いたしました。

公共下水道事業特別会計では、施設の塗装工事をはじめとする維持

管理でほぼ前年度並みの予算を計上いたしました。

農業共済事業特別会計についても、ほぼ例年どおりの予算計上であ

ります。

国民健康保険病院事業会計では、４月から新たに内科医が着任し、

医師４.５名の体制になることから、収益的収支では、約１,１００万

円増の予算を計上しました。

また、収益的収支に対する一般会計からの負担金を昨年度と同額の

２億８,０００万円としたところであります。

以上、平成２４年度の町政推進と予算の概要に関し所信を述べさせ

ていただきました。

予算案のそれぞれの内容を充分ご検討のうえ、原案をご承認いただ

きますようお願い申し上げます。

また、予算の執行にあたっても更にご助言、ご協力を賜りますよう

お願いを申し上げ、町政執行方針といたします

加納議長 ここで11時半まで休憩といたします。

午前１１時１８分 休憩

午前１１時３０分 再開

加納議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

６ 日程第６、教育行政執行方針、教育委員長から教育行政執行方針の

説明がありますので、これを許します。教育委員長、登壇願います。

力石教育 平成２４年第１回定例会の開会に当たり、教育行政の執行に関する

委 員 長 方針について申し上げます。

教育を取り巻く我が国の諸情勢は、従来の雇用環境の変化や少子高

齢化による社会活力の低下、都市化、過疎化や家族形態の変化、価値

観やライフスタイルの多様化などにより、地域社会とのつながりが失

われ、人間関係の希薄化、規範意識の低下などが大きな課題となって
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います。

これらの厳しい状況と相俟って、地域間の格差、あるいは世代間・

同一世代間の社会的･経済的格差が子どもたちの意欲の格差へとつな

がり、教育の二極化現象が顕著となっています。

加えて、昨年の３.１１東日本大震災は被災地域だけではなく全国

に大きな衝撃をもたらし、その結果として、生活水準、雇用、経済の

悪化、社会格差の増大など、様々な影響が懸念されています。

これからの子どもの教育は、新しい学習指導要領に基づいた「生き

る力」を育むという理念のもと、知識や技能とともに思考力・判断力

･表現力などの育成を重視した教育を推進しなければなりません。ま

た、次代を担う子どもたちが、これからの社会において必要となる「生

きる力」を育むためには、学校だけではなく、家庭や地域など社会全

体で子どもたちを育む環境をつくり上げることが不可欠であります。

学校においては、基礎的･基本的な知識･技能の習得はもちろんのこ

と、子どもたち一人ひとりが人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念

をもち、それらを家庭･社会などの生活の中に生かすことができるよ

うにすることが重要です。そして、人の悲しみや喜びを共有すること

ができるような豊かな心やたくましく生きるための健やかな体を育む

ことが必要であると考えます。

こうした状況を踏まえ、平成２４年度において士幌町教育委員会が

取り組む主な施策について申し上げます。

はじめに、学校教育関係については、従前に引き続き「過去を見直

し、今を見極め、先を見据える」教育を主要なテーマとして取り組ん

で参ります。

新学習指導要領に基づく教育課程の実施によって、「確かな学力」

を育成するとともに、子ども一人ひとりの能力や特性に応じた学びや

子ども同士が学び合うことを重視した教育活動を充実していくことと

いたします。

また、児童生徒の学力や学習状況を的確に把握して、個に応じた指

導の改善につなげるきめ細かな指導体制の充実を図り、学力の向上を

めざします。

文部科学省は、本年度35人以下学級を小学校２年生まで拡大するこ

ととしていますが、本町においては、昨年度から実施している30人を

目途とした少人数学級を継続し、士幌小学校２年生にまで拡大するほ

か、中士幌小学校における多人数複式学級解消のため、合わせて２名

の教諭を町単独により配置することといたします。また、道徳教育に

ついては、生命の尊重や自尊感情を養い、基本的な生活習慣を確立し

て人間関係を築く力や集団活動を通じた社会性を育成するため、児童

生徒の発達段階に応じた指導の重点化を図り、家庭や地域社会との共

通理解・相互連携のもと豊かな人間性を育む活動を積極的に推進して
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参ります。

あわせて、郷土の伝統や文化を学び、豊かな感性を持った社会人と

しての成長を促すために、様々な学習機会を活用して、優れた文化・

芸術鑑賞の機会を提供するほか、各小学校の都市交流事業を通して歴

史や文化のちがいを体験し、豊かな心と道徳心を培うこととします。

次に、子どもたちの体力については体力の高い子どもと低い子ども

の格差が広がりつつあります。新学習指導要領ではこうした現状を踏

まえて、小・中学校の体育の授業時数を増やすなど、基礎的な運動能

力の向上を図ることとしており、特に中学校においては平成24年度よ

り武道が必修化され、中央中学校では全校生徒が柔道に取り組むこと

が決まっています。

本年度は、町としてはスポーツ少年団活動や部活動の充実を図るほ

か、指導者の育成や体育施設の整備拡充に取り組んでいくこととして

います。

いじめの防止は、全ての学校・教職員が重大な問題として切実に受

け止め、徹底して取り組む重要な課題であります。いじめ・不登校を

含め児童生徒の様々な問題行動等への対応については、早期発見･早

期対応を原則として、関係機関と連携を図りつつ、児童生徒一人ひと

りに応じた指導･支援を進めていきます。また、日頃から個に応じた

わかりやすい授業を行うとともに、教職員と児童生徒の深い信頼関係

を築き、子どもたちが楽しく学び、いきいきとした学校生活が送れる

よう取り組んでいきます。

具体的な方策としては、これまでいじめ根絶のための子どもサミッ

トやメッセージ標語の作成などに取り組んできましたが、更に有効な

取り組みを町校長会等と協議するほか、児童生徒が気軽に相談できる

体制を整備して諸問題の解決を図るよう努めることといたします。

次に、学校における安全対策でありますが、町内各学校施設はすで

に耐震化が完了し安全な教育環境が整備されました。したがって、今

後は設備面での安全点検を行うと同時に、防災教育の充実を図って参

ります。

また、子どもたちを犯罪から守る防犯対策につきましても、各地区

老人クラブのご協力を得て安全パトロールやネットパトロールなどに

より、安全の確保を図ることといたします。

さらに、子どもの安全と安心を確保するため、学校保健対策を講じ

て感染症や学校給食の安全確保に十分意を用いていくことといたしま

す。特に食育に関しては、栄養教諭による食に関する指導を充実させ、

子どもたちが食についての正しい知識と望ましい食習慣を身に付ける

ことができるよう取り組んでいきます。

また、食農体験プロジェクト「大地くんと学ぼう」は、食を通じて

地域を理解することや、食文化を学び自然の恵みや勤労の大切さなど
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を学ぶ極めて有意義な取り組みであり、今年度も継続して実施するこ

とといたします。さらに、「弁当の日」の取り組みにつきましては、

その意義の一層の理解と実践の拡充に努めて参ります。

このほかに、本町の特色ある教育として、本年度は次の二つの施策

を推進して参ります。

一つは、ここ２年ほどの間に複式校で行われている実践ですが、集

合学習の教科を国語、算数、外国語活動にまで拡大する取り組みであ

ります。同学年の児童と学習することで内容の一層の理解が期待され、

これまでの試行的な実践でその効果も認められますので、本格的な実

践に移行させたいと考えます。

もう一つは、中・高連携の取り組みであります。本町には町立の高

校が存在しますので、中学生が地元の高校を理解する上で、町内の中

学校と高校が連携していろいろな取り組みを行うことには大きな意義

がございます。本年度は、中学生と高校生の交流に視点を当てた協議

を中学校と高校で始める年にしたいと考えております。

次に、信頼される学校づくりは、学校自らがその教育活動を検証し

学校運営の改善に結び付けるため学校評価を実施し、その結果を公表

して、学校の説明責任を果たすことといたします。

さらに、学校評議員の学校運営に対する意見を参考にし、家庭や地

域との連携を強化して、児童・生徒や保護者の期待に応え得る学校づ

くりを目指します。学校教育の成果は教職員の資質能力と熱意による

ところが極めて大きいことから、教職員がその資質能力を高める機会

を拡充するとともに研修内容の充実を図り、その持てる力が最大限発

揮できるよう学校運営を支援して参りたいと存じます。

また、教職員の資質や実績を正しく評価することで教職員の意欲を

引き出すとともに、学校教育に対する信頼を確保するため、教職員の

服務規律の徹底を図っていくこととします。

家庭は子どもたちの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出

発点となるものです。家庭生活は、子どもたちが基本的な生活習慣や

生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いやり、

基本的倫理観、自尊心や自立心などを身につけていく上で重要な役割

を果たしています。

しかし、昨今核家族化、少子化、雇用環境の変化などにより、地域

的なつながりや人との関係が希薄化し、さらに親が身近な人から子育

てを学ぶ機会が減ったことや、子育ての悩みを気軽に相談できる人が

そばにいないといったような状況があります。家庭教育は、未来を支

える子どもたちを健やかに育む重要な施策として重点化を図って推進

されなければなりません。保護者が安心して子育てができるよう、地

域社会や学校・行政が力を合わせて家庭教育を支える仕組みや環境づ

くりに取り組んでいくことといたします。
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次に、士幌高等学校関係について申し上げます。

本校は「北海道農業を発展させ、人々の生活を守り、命を支えるこ

とに具体的に貢献できる人材を育てること」を経営方針として、地域

に開かれた学校経営を展開してきました。今日、高等学校における農

業教育は、産業経済構造の変化や農業の大型化等により、従来の農業

の担い手を育成する役割から大きく変革しています。また全道におけ

る中学校卒業者は、今後大巾に減少することが予想されることから、

道教委は時代の変化に対応した学科転換・農業系列を設定した総合学

科への転換を検討しています。市町村立高校は市町村と協議の上、公

立高等学校配置計画に反映していくとしていますが、少子化傾向が顕

著な中、極めて厳しい状況下で、町立高校として存続していかなけれ

ばなりません。

本校は町立職業高校としての特色を活かした実学教育を実践して、

地域産業を支える人材を育成してきましたが、さらに農業教育の専門

性を向上させ、農業がもつ広汎な地域教育力を活用して、多様な個性

に応じた魅力ある教育活動に取り組まなければならないと考えます。

生徒募集につきましては、同校振興会や各関係団体など多くの方々か

ら支援と協力をいただいているところですが、本校の豊かな教育環境

をフルに活用するとともに、高校活性化対策事業や海外文化交流事業

などの取り組みを広く周知して、生徒や保護者の理解を得る努力を重

ねていきたいと存じます。特に町内中学生には、早期に学校案内や保

護者説明の機会を設け、体験入学や学校訪問を通して魅力的で自己実

現を可能とする実践内容を周知していくことといたします。

次に、社会教育関係について申し上げます。まず、生涯学習につい

てでありますが、生涯学習は一人ひとりの町民が自分の人生を楽しく

豊かにするために、それぞれのライフステージにおいて自由な意思に

基づき、自分に適した方法と手段によって行う学習活動です。生涯学

習には個人で行う学習活動のほか、学校教育や社会教育の中での意図

的･組織的な学習も含め、さらにスポーツ活動や文化活動・趣味・レ

クリエーション活動・ボランティア活動も含まれます。

特に、生涯学習の中核的な役割を担う社会教育では、様々な社会教

育関係機関や団体と連携を図り、幼児期・青年期･成人期・高齢期の

全ての住民に対してライフスタイルに応じた学習機会や学習情報等の

提供を行うことといたします。

具体的な各種学習活動につきましては、多様化する学習ニーズや地

域課題の解決に向けた住民の参画・協働を促進するため、必要とする

情報を適切に提供するとともに、学習活動の拠点となる総合研修セン

ターや各地区公民館・図書館等の社会教育施設の機能を最大限に活用

して、地域の特性を生かした学習活動の充実を図って参ります。

次に、公民館活動でありますが、町民と行政が協働して、魅力のあ
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る地域づくりを推進するために各地区公民館の特色ある自主活動を積

極的に支援して参りたいと存じます。

次に、芸術･文化活動の推進でありますが、このところの参加者の

固定化や減少傾向は、文化の振興を図る上での大きな課題であり、誰

もが何時でも参加できる活動や、発表の場を確保することで文化活動

への参加機会を充実していく必要があります。

したがって、総合研修センターの機能を活用し、優れた伝統文化や、

美術･工芸・音楽・演劇などの鑑賞の機会を、積極的に確保していく

ことといたします。

特に、次代を担う子どもたちの豊かな感性や個性を育むとともに、

芸術や文化を理解し大切にする心を育てるため、舞台芸術や伝統芸能

等の鑑賞機会を提供していきたいと存じます。

次に、スポーツ活動の推進でありますが、生涯スポーツの振興のた

めには、誰もが各々のライフステージに応じて、スポーツに親しむこ

とのできる環境を整備し、日常的にスポーツ活動に参加できる機会を

確保することが必要です。

本町のスポーツ活動は、町体育連盟を中心として、それぞれの競技

団体が主体的に活動し、スポーツの振興を図ってきましたが、競技人

口の減少や指導者不足などの課題を解決する施策が必要と考えます。

特に、スポーツ少年団活動や部活動は、児童・生徒の心身の健全育成

に不可欠であり、スポーツ推進委員や関係機関等と連携を図り、地域

スポーツ活動の環境整備に取り組むことといたします。

スポーツ施設につきましては、既存施設の改修等により有効利用が

図れるよう配慮するとともに、近隣町との競技大会の共催等による、

広域的な事業を展開していくこととします。また、各種大会において

優秀な成績を収めた競技者が全国･全道大会へ参加する際の助成やス

ポーツ賞等の顕賞を行い、スポーツ活動の一層の普及に努めていくこ

ととします。

以上、平成２４年度教育行政の執行にあたり、議員各位のご指導と

ご支援をお願い申し上げ、教育行政執行方針といたします。

加納議長 これで行政報告並びに執行方針の説明が終わりましたが、これに関

連して一般質問を追加される方は、本日午後４時までに通告書を提出

されるようお願いいたします。

ここで本定例会に提出された議案について、理事者からの総括説明

を求めます。副町長、登壇願います。

柴 田 それでは、今期定例議会に提案しております議案の総括説明をいた

副 町 長 します。

まず、平成23年度の補正予算案につきましては一般会計ほかで全部

で８件、一般議案につきましては条例制定及び一部改正案、人事案件

などで計17件、平成24年度当初予算案につきましては一般会計ほかで
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全部で９会計であります。合計で34件の議案を提出させていただきま

した。

最初に、第１号議案から議案第８号までは、一般会計ほか６特別会

計、病院事業会計の平成23年度の補正予算であります。

議案第９号から議案第25号までが一般議案等であります。まず、議

案第９号 士幌町国民健康保険病院事業の余剰金の処分等に関する条

例案でありますが、この条例につきましては新規制定であります。今

回の条例改正は、この条例を含めまして地方分権一括法により地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律、

いわゆる地域主権改革一括法によるもので、国の権限を地方に移譲し、

地方に自主性を持たせるものであり、これにより法律等が改正になる

ため、新たな条例制定や引用条項等の改正を必要とするものでありま

す。本定例会には、４月１日及び公布の日から施行するものについて

制定または一部改正しようとするものが数本あります。この条例案に

つきましては、地方公営企業法の改正により病院事業の利益、資本剰

余金に係る規定を条例で整備するために制定するものであります。

議案第10号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案に

つきましては、職員及び任期つき職員の給料を本町独自に削減する規

定について平成24年度一般職員については１％、管理職及び任期つき

職員については２％の給料を削減しようとするものであります。

議案第11号の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を

改正する条例案、議案第12号 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に

関する条例の一部を改正する条例案、議案第13号 士幌町町営住宅管

理条例の一部を改正する条例案につきましても議案第９号と同じよう

に地域主権一括法によるもので、関係法令の改正につきまして引用条

項、文言等の改正をするものであります。

議案第14号 士幌町児童館条例の一部を改正する条例案につきまし

ては、旧上居辺へき地保育所の取り壊しにより、併設となっていた児

童館を廃止しようとするものであります。

議案第15号 士幌町保育の実施に関する条例の一部を改正する条例

案及び議案第16号 士幌町認定こども園条例の一部を改正する条例案

は、年齢の区分にかかわり年齢の基準日を変更しようとするものであ

ります。

議案第17号 士幌町介護保険条例の一部を改正する条例案につきま

しては、３年に１度の見直しによる介護保険料の改定であります。

議案第18号 士幌町企業立地促進条例の一部を改正する条例案につ

きましては、本町で事業を新設しようとする企業等に対して雇用に係

る奨励金を改正し、産業の振興及び雇用の促進を図ろうとするもので

あります。

議案第19号及び議案第20号の指定管理者の指定につきましては、い
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きいきデイサービスセンター、下居辺交流施設の指定管理者の指定で

ありまして、それぞれ士幌愛風会、ベリオーレを指定しようとするも

のであります。

議案第21号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、構

成市町村で上砂川町の脱退について議決を求めるものであります。

議案第22号 農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定めるこ

とについて及び議案第23号 農業共済事業家畜共済危険段階共済掛金

率等の変更については、例年この時期に改正をお願いしております共

済事業にかかわるものであります。

議案第24号 監査委員の選任について、議案第25号 固定資産評価

審査委員会委員の選任については、それぞれ人事案件でありまして、

任期満了による人事について議会の同意を求めるものであります。

議案第26号から議案第34号までは、一般会計、７特別会計及び病院

事業会計の平成24年度予算案であります。

それぞれ議案提案の都度詳細を説明申し上げますので、審議の上、

可決決定賜りますようお願い申し上げ、総括説明といたします。

加納議長 ここで昼食休憩といたします。１時から開会いたします。

午前１１時５３分 休憩

（赤間農業委員会会長退席）

午後 １時００分 再開

加納議長 休憩前に引き続き会議を再開します。

７ 日程第７、監報告第１号「例月出納検査報告」を行います。

職員に朗読させます。

仲 山 監報告第１号。

総務係長 平成24年３月９日。

士幌町長、小林康雄様。士幌町議会議長、加納三司様。

士幌町監査委員、大風昭次。士幌町監査委員、出村寛。

例月出納検査報告。

例月出納検査の結果を、地方自治法第235条の２第３項の規定によ

り、次のとおり報告します。

例月出納検査報告書。

平成23年度11月分、平成23年12月20日、平成23年度12月分、平成24

年１月20日、平成23年度１月分、平成24年２月20日。いずれも大風、

出村監査委員。

下記の関係諸帳簿を調べ、現金出納状況及び現金保管状況につき検

査をしたところ、いずれも適正であった。

記以下記載のとおりですので、朗読を省略します。

以上でございます。
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加納議長 代表監査委員の補足説明があれば求めます。

（な し）

加納議長 以上をもって例月出納検査報告を終わります。

８ 日程第８、監報告第２号「定期監査報告」を行います。

職員にかがみ及び第２、監査の結果と意見について朗読させます。

仲 山 監報告第２号。

総務係長 平成24年３月９日。

士幌町長、小林康雄様。士幌町議会議長、加納三司様。士幌町教育

委員会委員長、力石憲二様。

士幌町監査委員、大風昭次。士幌町監査委員、出村寛。

定期監査報告について。

このたび地方自治法第199条第４項の規定により、平成23年度定期

監査を実施したので、同条第９項により結果を報告します。

ページをお開きください。第２、監査の結果と意見。１、監査対象

施設の概要、今回対象の３小学校とも一部に個別の要望はあるものの施

設・設備はほぼ整備されており、限られた予算の中でそれぞれ特色のあ

る学校運営がなされている。いずれも小規模校ながら地域とのつながり

が強く、スケートリンクの造成及び管理を初め環境整備や学校行事には

父兄が積極的に参加するなど地域ぐるみの支援が見られた。共通点とし

て、公務補は委託の職員が３校かけ持ちで週に２回から３回勤務してい

るほか、西部３校による集合学習を年に３、４回開催している。対象ご

との概要は次のとおりである。

２、予算経理状況、（１）、経理簿の記載状況。各小学校とも、必要な

経費は教育委員会から各施設の実態に応じて配分され、経理はいずれも

適正に処理されており、特段改善を要する点は認められなかった。（２）、

郵券等の取り扱い状況。22年度の郵券受け払い簿の記載内容を調べ、現

品残高と照合するなど確認の結果、各校とも適切に処理されていると認

められた。

３、町費職員の勤務関係諸帳簿の整備状況。町費職員は北中、新田小

学校の特別支援員２名で、関係書類はいずれも適切に処理されていると

認められた。公務補、給食員についてはいずれも民間業者に委託した派

遣職員であり、勤務関係は派遣先業者の管理であるため帳簿等は存在し

なかった。

４、財産等の管理状況、（１）、備品台帳について。備品管理は、各

対象施設ともに問題はなかったが、年代の相当経過したものも見られる

ので台帳上と実在の有無を照合し、整理する必要がある。（２）、施設管

理状況について。建物については、北中音更小学校の浄化槽がゆがんで

いるなど対応が必要な箇所も一部にはあるが、差し迫った修繕の必要性

は認められなかった。

５、ＰＴＡ等任意団体の公費負担状況について。ＰＴＡや親の会など、
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任意団体に公費を使っている実態はなかった。

６、意見。今回の定期監査を通じて子供たちが生き生きと心豊かに育

っているのを目の当たりにし、地域に応じた教育・個に応じた教育の効

果を実感した。今後ともこうした創意、工夫を凝らした取り組みが、学

力の向上にもつながっていくものと期待を寄せるものである。ただ、家

庭数、児童数が一時的に増加することはあっても年々減少傾向にあるこ

とは否めず、人数不足から少年団活動などではチーム結成ができないな

ど、一部で士幌まで送迎して実施しているという実態もあり、こうした

環境での教育がいつまで維持できるのか将来的な視点に立って、地域と

ともに論議していかなければならない時期に来ていると感じた。

以上でございます。

加納議長 代表監査委員の補足説明があれば求めます。

（な し）

加納議長 これで定期監査報告を終わります。

９ 日程第９、監報告第３号「随時監査報告」を行います。

職員にかがみ及び第３の監査結果、第４の意見について朗読させま

す。

仲 山 監報告第３号。

総務係長 平成24年３月９日。

士幌町長、小林康雄様。士幌町議会議長、加納三司様。

士幌町監査委員、大風昭次。士幌町監査委員、出村寛。

随時監査報告について。

このたび地方自治法第199条第５項の規定により、平成23年度随時

監査を実施したので、同法同条第９項により結果を報告します。

ページをお開きください。第３、監査の結果。書類の整備、及び工

事の施工についてそれぞれ法令に基づき適正に執行されたものと認めら

れた。

第４、意見。監査を実施した１月24日時点で建物はほぼ完成していた

が、その時点で未発注であった「進入路整備工事」が、26日に発注とな

ったため、同月31日に当該工事の書類検査を行った。本事業は「北海道

森林整備加速化・林業再生事業」補助金の対象事業として総事業費１億

2,673万3,000円を計上、そのうち補助対象事業費9,617万8,000円の63.1

％に当たる6,065万円の補助金を受けて実施したもので、地域の木材を

最大限使うことなどが補助の条件となっている。この施設は、老朽化し

た上居辺児童館の代替施設として、また、ふれあいサロンなど地域の交

流の場として、木のぬくもりと太陽光をふんだんに取り入れるなど環境

に配慮した省エネ建物として建設され、幼児・児童及び高齢者福祉の増

進に大きく寄与するものと期待されるものである。今後においても入札

の執行に当たっては、厳正に執行されることを望む。

以上でございます。
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加納議長 代表監査委員の補足説明があれば求めます。

（な し）

加納議長 これで随時監査報告を終わります。

１０ 日程第10、議報告第１号「総務文教常任委員会所管事務調査報告」

を行います。

職員に、調査概要及び内容を省略し、所感のみ朗読させます。

仲 山 議報告第１号。

総務係長 平成24年３月９日。

士幌町議会議長、加納三司様。総務文教常任委員長、服部悦朗。

総務文教常任委員会所管事務調査報告。

本委員会は、閉会中に所管事務調査を実施したので、その結果を報

告します。

第１、調査事項。防災対策について。

５ページをごらんください。第５、所感。本委員会では平成２０年

に行った防災に関する所管事務調査について、今日までどのような見

直しがされてきたか検証を行った。

指定避難所の耐震化については、学校施設は耐震工事が実施され、

強度不足の公民館等４施設は２月の地域防災会議において避難所の指

定変更が行われ全ての避難所が新耐震基準適合となった。

避難所の住民周知については、各施設に看板が設置されたが、今回

変更が行われた施設も早急に周知を行うとともに、ハザードマップに

ついても周知徹底が望まれる。

また、役場庁舎の耐震診断は平成２４年度実施が予定されているが、

町の防災拠点となる施設であることから早急な対策が必要である。

次に、国保病院及び特養ホームの防災避難体制と町内の自主防災組織

について調査を行った。両施設とも要援護者が多数である状況を考え

ると、災害発生の時期(季節)や時間帯等により避難の対応が大きな課

題である。特養ホームでは地域住民による緊急時の協力体制がとられ

ているが、今後病院においても同様な体制の検討が必要と思われる。

高齢化社会が進むにつれ地域での災害弱者対策が必要になるが、高徳

町内会はいち早く自主防災組織の必要性を理解し平成２０年８月に組

織を立ち上げ活動をしている。しかし、その後の組織化は平成２１年

に１町内会のみである。また、組織化された町内会では組織運営に多

々の課題を抱えていることがうかがえた。行政が自主防災組織と効果

的に連携するためには、「防災」と「福祉」等関連分野での施策を一

元的に展開できるような仕組みの検討が必要である。

自主防災組織の現状把握のため音更町、池田町に赴き調査研修を行

った。両町とも防災担当による出前防災講座、図上訓練、避難訓練な

ど平常時の多様な活動により、住民の防災に対する意識を高め自主性

を促し徐々に組織化を進めており、行政が積極的に推進していること
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がうかがえた。

本町の自主防災組織の組織化は一向に進まない状況にあるが、災害

時に初動対応の中核をなすのは、地域で組織される自主防災組織であ

り、被害軽減を図るうえで未組織地域での組織化の促進が急務の課題

である。行政は自主防災組織の育成・活性化を図るため、多様な活動

を通じて自主防災組織の結成に向け啓発を行うとともに、リーダー養

成のための研修会や資機材整備などにより活動を支援し、継続的に育

成強化に努めることが望まれる。

以上でございます。

加納議長 総務文教常任委員長の補足説明があれば求めます。

（な し）

加納議長 これで総務文教常任委員会所管事務調査報告を終わります。

１１ 日程第11、議報告第２号「産業厚生常任委員会所管事務調査報告」

を行います。

職員に、調査概要及び内容を省略し、所感のみ朗読させます。

仲 山 議報告第２号。

総務係長 平成24年３月９日。

士幌町議会議長、加納三司様。産業厚生常任委員長、加藤宏一。

産業厚生常任委員会所管事務調査報告。

本委員会は、閉会中に所管事務調査を実施したので、その結果を報

告します。

調査事項、災害箇所の実態について。

３ページをごらんください。第６、所感。本町は自然災害が比較的

少ない地域であるが、平成17年度から平成23年末までに重複して発生

し、災害復旧の施工箇所や事業費及び現地調査など調査を行った結果、

台風や集中豪雨などで同一場所を数年間で複数回に亘り5箇所の災害

復旧を行っている。

この中には、多少の降水量で路肩の崩壊や排水路の埋塞等があり農

地の浸食、流失や道路の決壊などの被災復旧箇所を確認した。

災害復旧事業費国庫負担法に基づき、原形復旧が原則であり河川等

災害復旧事業は制度の要件が厳しく、一定の基準を満たすなど被災規

模が甚大でなければ、国庫補助事業の対象とはならず、町単独事業で

災害復旧工事を行っているのが実態である。住民の安全を確保する上

からも抜本的な対策を講ずるべきものであり、再度被災を受けないよ

うな施工方法等の対策を講ずるべきである。

今後は国庫負担法の規制緩和や制度の見直しを国と北海道に対し

て、求めていくことが地方自治体の重要な責務であると思われる。

以上でございます。

加納議長 産業厚生常任委員長の補足説明があれば求めます。

（な し）
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加納議長 これで産業厚生常任委員会所管事務調査報告を終わります。

１２ 日程第12、議案第１号「平成23年度士幌町一般会計補正予算」を議

題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。総務企画課長。

後藤総務 総務企画課長、後藤より説明申し上げます。

企画課長 議案第１号 平成23年度士幌町一般会計補正予算［第９号］ですが、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億6,548万円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ70億9,074万4,000円に改めようとするも

のでございます。

繰越明許費の補正は、「第２表 繰越明許費」によるものとし、地

方債の補正は、「第３表 地方債補正」によるものとします。

歳出から説明しますので、14ページをお開き願います。１款１項１

目議会費では、旅費、使用料及び賃借料において実績により減額する

ものでございます。

２款１項２目文書広報費は、高齢者医療制度円滑運営事業負担金の

追加に伴いまして財源補正をするものでございます。

６目開発振興費では、事業の精査により１節報酬から19節負担金補

助及び交付金まで減額するものであります。なお、19節の住宅用太陽

光発電助成金につきましては、申し込み件数の増加により２件分56万

円を追加しております。25節の積立金は、光をそそぐ基金への積立金

で、特定財源としまして基金利子収入を全額充当しております。

７目環境対策費は、事業の精査により減額するものでございます。

10目地域生活交通確保対策事業費は、実績による補助金の減額で、

特定財源としまして国鉄士幌線代替輸送確保基金繰入金を同額減額を

しております。

14目愛のまち建設基金費では、指定寄附金を積み立てるもので、特

定財源としましても同寄附金を全額充当しております。

続きまして、３款１項１目社会福祉総務費では、燃料費及びひとり

親家庭等医療費を増額するものでございます。

３目障害者福祉費は、燃料費の追加と役務費の調査支払手数料、請

求事務取扱手数料を実績により減額するものでございます。特定財源

としまして、光をそそぐ交付金基金繰入金を充当しております。

５目の老人福祉施設費では、特別養護老人ホームへの繰出金を減額

するものでございます。

10目介護保険費は、介護保険事業特別会計へ繰り出すもので、追加

計上をしております。

16ページに移りまして、２項１目児童福祉総務費では、事業の精査

及び実績によりまして報酬、賃金、報償費を減額し、広域入所運営費

委託料を追加するもので、特定財源としましてそれぞれ負担金及び光

をそそぐ交付金基金繰入金を追加充当するものでございます。
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２目へき地保育所費は、保育所使用料の実績見込みによる財源補正

でございます。

５目乳幼児等医療費は、実績により請求事務取扱手数料を減額する

ものでございます。

次に、４款１項３目環境衛生費では、需用費を追加するものでござ

います。

４目病院費は、病院会計への不採算分として負担金を追加し、医療

機器整備事業出資金を減額するものでございます。

５目上水道費は、簡易水道会計への繰出金の減額でございます。

２項１目ごみ処理費は、実績により需用費及び委託料を減額し、２

目し尿処理費では、実績により十勝環境複合事務組合負担金を追加す

るものでございます。

続きまして、５款１項３目勤労者青少年アパート管理費は、需用費

の追加でございます。

次に、６款１項３目農業振興費は、国の第４次補正予算による強い

農業づくり事業補助金を追加するもので、特定財源としまして全額道

補助金を充当するものでございます。

18ページに移りまして、７目土地改良事業費では、国の第４次補正

予算による農業体質強化基盤整備促進事業の委託料及び工事請負費の

追加、道営土地改良事業の追加に伴う負担金の追加を計上し、用地購

入費及び支障物件移転補償費においては実績によって減額をするもの

で、特定財源につきましても分担金及び補助金を追加するものでござ

います。

２項１目林業振興費は、事業実績により基盤整備交付金を減額し、

特定財源につきましても交付金を減額するものでございます。

２目林道費は、事業の実績により道営林道負担金を減額するもので、

特定財源につきましても辺地債を減額しております。

続きまして、７款１項１目商工振興費は、中小企業事業資金保証料

等補給金の追加し、２目観光振興費では、下居辺交流施設運営費補助

金を追加するものでございます。

次に、８款２項２目道路橋梁維持費は、除雪に係る燃料費、重機借

り上げ料を追加し、実績により機械器具購入費を減額するもので、特

定財源としまして国庫補助金を減額しております。

３目道路橋梁新設改良費では、事業の実績により委託料、工事請負

費、公有財産購入費、補償費を減額し、特定財源におきましても国庫

補助金、町債をそれぞれ減額するものでございます。

20ページに移りまして、４項１目公共下水道事業費は、下水道事業

会計への繰出金を減額するものでございます。

５項１目住宅管理費は、事業の精査による減額で、３目住宅団地造

成管理費では、事業の実績による減額でございます。
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続きまして、９款１項１目消防費では、北十勝消防組合への負担金

として署費、団費、共通経費をそれぞれ減額するものでございます。

次に、10款２項１目学校管理費では、燃料費及び備品購入費を追加

し、２目教育振興費は、事業精査及び実績により扶助費を減額するも

ので、特定財源としまして補助金を減額し、光をそそぐ交付金基金繰

入金を財源充当するものでございます。

３項１目学校管理費は、燃料費を追加し、２目教育振興費では、事

業の実績により扶助費を減額し、特定財源につきましても補助金を減

額するものでございます。

３目スクールバス管理費では、修繕料を追加しております。

５項１目幼稚園費は、保育料の減額による財源補正でございます。

22ページ、６項１目社会教育総務費は、実績による報酬、旅費の減

額で、２目生涯学習推進費では、事業の精査により報償費、旅費を減

額するものでございます。

７項１目保健体育総務費は、事業の実績により報酬、旅費を減額し

ております。

続きまして、11款１項１目元金では、水道事業償還負担金の減額に

伴う財源補正でございます。

次に、12款１項１目土地取得費は、土地購入費として追加計上する

ものでございます。

次に、歳入について説明いたしますので、12ページをお開き願いま

す。特定財源以外の一般財源ですが、15款２項１目不動産売払収入と

しまして、交換分合事業などの実施に伴い、農業委員会のあっせんに

より土地売払収入としまして1,884万4,000円を計上しております。

18款１項１目繰越金の前年度繰越金に2,219万1,000円を計上し、収

支のバランスをとったところでございます。

次に、６ページをお開き願います。繰越明許費ですが、国の補正予

算を活用し、実施する事業において年度内において完了することが困

難な事業を計上しております。３つの事業で総額で５億9,264万円を

翌年度へ繰り越しし、実施しようとするものでございます。

次に、地方債補正ですが、事業費の確定に基づき公共事業債、辺地

対策事業債において起債限度額を変更するものでございます。

なお、25ページには地方債の現在高に関する調書、24ページには報

酬の減額に伴う特別職の給与明細書を掲載しておりますので、それぞ

れ参照願います。

以上で説明を終わります。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

決定いただきますようお願い申し上げます。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。ございません

か。８番、清水議員。

清水議員 ただいま説明をいただきましたけれども、17ページの強い農業づく
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り事業補助金、繰越明許費になっているわけですが、事業内容につい

て説明をしてください。

加納議長 産業振興課長。

堀江産業 事業の内容でございますが、バレイショの集出荷貯蔵施設でござい

振興課長 ます。内容としましては、食用バレイショの受け入れ検品施設、さら

に食用バレイショの選果の施設、この選果施設の内容につきましては

ケースの自動倉庫、パレットの倉庫、ロボタイザーとか電算関係設備

でございます。さらに、種子バレイショの選別施設一式でございます。

これらあわせて事業主体が士幌町農業協同組合になりまして、事業費

が７億4,550万円、このほぼ２分の１が補助金として交付されるもの

でございます。

以上です。

加納議長 ８番、清水議員。

清水議員 最後のページですが、土地購入費850万円を計上しておりますけれ

ども、これはどこの土地を購入したものですか、説明をしてください。

加納議長 総務企画課長。

後藤総務 総務企画課長よりお答えをいたします。

企画課長 場所でよろしいのでしょうか。場所につきましては、西町平原常会

の中にある土地なのですけれども、ちょうど平原公園の北側、公園と

地続きの場所になります。

（何事か言う者あり）

加納議長 総務企画課長。

後藤総務 本日の町長の行政報告にもございましたと思いますけれども、新年

企画課長 度病院の先生が１名増加になるということで、先生の入る住宅をちょ

っと探していたわけですけれども、たまたまあそこに一戸建ての住宅

もございまして、ちょうどそこが適地ということで、その場所も含め

て購入をするものでございます。

加納議長 清水議員、よろしいですか。

清水議員 はい。

加納議長 ほかに質疑ございませんか。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第１号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１３ 日程第13、議案第２号「平成23年度士幌町国民健康保険事業特別会

計補正予算」を議題といたします。
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朗読を省略し、理事者の説明を求めます。保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より平成23年度士幌町国民健康保険事業特別会

福祉課長 計補正予算［第３号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ479万2,000円を追

加し、10億6,766万8,000円に改めようとするものです。

歳出から説明いたしますので、６ページをお開き願います。２款１

項１目一般被保険者療養給付費の特定財源の内訳ですが、国民健康保

険準備基金繰入金を3,000万円減額し、前年度繰越金を3,000万円増額

するものです。これは、財源補正をするものです。

８款１項１目特定健康診査等事業費につきましては、役務費を実績

見込みにより12万5,000円増額し、特定健診委託料を同額減額するも

のです。

10款２項１目他会計繰出金につきましては、479万2,000円を追加し、

741万7,000円とするものです。これは、町国保病院に繰り出すもので

す。特定財源については、特別調整交付金348万円、道特別調整交付

金131万2,000円を充当するものです。

他の歳入につきましては、歳出の特定財源で説明いたしましたので、

省略させていただきます。

以上、簡単ですが、説明に代えさせていただきます。よろしく審議

の上、可決決定賜りますようお願いいたします。

以上です。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第２号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１４ 日程第14、議案第３号「平成23年度士幌町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より平成23年度士幌町後期高齢者医療事業特別

福祉課長 会計補正予算［第２号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ２万円を追加し、8,

555万4,000円に改めようとするものです。

歳出から説明いたしますので、５ページをお開き願います。１款１

項１目一般管理費につきましては、２万円を追加し、938万7,000円と

するものであります。これは、高齢者医療制度円滑運営事業負担金と
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しまして広報紙掲載記事追加のためのものであります。特定財源とし

まして、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を同額充当するもの

です。

歳入につきましては、特定財源で説明いたしましたので、省略させ

ていただきます。

以上、簡単ですが、説明に代えさせていただきます。よろしく審議

の上、可決決定賜りますようよろしくお願いいたします。

以上です。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。ございません

か。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第３号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１５ 日程第15、議案第４号「平成23年度士幌町介護保険事業特別会計補

正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より平成23年度士幌町介護保険事業特別会計補

福祉課長 正予算［第２号］について説明いたします。

第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ806万6,000円を追

加し、５億4,967万6,000円に改めようとするものであります。

歳出から説明いたしますので、７ページをお開き願います。１款１

項１目一般管理費につきましては、介護保険制度改正に伴うシステム

改修に13節委託料としまして306万6,000円を追加し、2,879万5,000円

とするものです。特定財源としまして、介護保険システム改修事業費

補助金153万3,000円、事務費繰入金を同額充当するものです。

２款１項１目居宅介護サービス給付費につきましては、実績見込み

により520万円増の１億520万円、３目地域密着型介護サービス給付費

は、実績見込みより1,000万円減額の3,300万円に、５目施設介護サー

ビス給付費は、実績見込みにより1,000万円増の２億6,800万円に改め

るものです。

次のページをお開き願います。９目居宅介護サービス計画給付費は、

実績見込みより100万円増額の1,800万円とするものです。特定財源と

しましては、負担ルールに基づき充当するものであります。

２款２項１目介護予防サービス給付費につきましては、実績見込み

により300万円減額の1,700万円、７目介護予防サービス計画給付費は、
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実績見込みにより70万円減額の250万円とするものです。特定財源と

しましては、記載のとおりでございます。

９ページをお開き願います。２款４項１目高額介護サービス費は、

実績見込みより100万円増額の1,100万円とするものです。特定財源に

つきましても記載のとおりでございます。

２款６項１目特定入所者介護サービス費につきましては、実績見込

みにより150万円増額の4,050万円とするものです。特定財源について

も記載のとおりでございます。

歳入につきましては、特定財源で説明させていただきましたので、

省略させていただきます。

以上、説明に代えさせていただきます。審議の上、可決決定賜りま

すようお願いいたします。

以上です。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第４号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１６ 日程第16、議案第５号「平成23年度士幌町介護サービス事業特別会

計補正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。特別養護老人ホーム施設

長。

波 多 野 特別養護老人ホーム施設長、波多野から平成23年度士幌町介護サー

特 老 ビス事業特別会計補正予算［第５号］を説明いたします。

施 設 長 第１条、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ410万円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億1,552万7,000円に改めようとする

ものでございます。

最初に、歳出から説明申し上げますので、５ページをお開き願いま

す。１款１項１目施設介護サービス事業費での７節賃金で準職員等の

中途退職により500万円の減額、11節需用費におきましては電気料の

発電燃料、原油及び海外石炭価格の上昇による燃料調整単価の引き上

げに伴い40万円を追加し、修繕料としましては事務所受付カウンター

の窓の取りつけ及び棟内のドア取っ手の修理等に50万円を追加計上す

るものでございます。

次に、歳入について説明申し上げますので、４ページをごらんいた

だきたいと思います。３款１項１目介護職員処遇改善交付金におきま
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して、実績見込みにより160万円を追加し、４款１項１目一般会計繰

入金570万円を減額し、歳入歳出の均衡を図ったものでございます。

以上で説明を終わります。審議を賜り、原案のとおり可決決定いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第５号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１７ 日程第17、議案第６号「平成23年度士幌町簡易水道事業特別会計補

正予算」を議題とします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。建設課長。

土 生 建設課長、土生から平成23年度士幌町簡易水道事業特別会計補正予

建設課長 算［第５号］について説明申し上げます。

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,708万円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ３億3,298万4,000円に改めようとするもの

であります。

第２条、地方債の補正につきましては、「第２表 地方債補正」に

よるものでございます。

最初に、歳出から説明申し上げますので、７ページをお開きいただ

きたいと思います。１款１項１目一般管理費でございますけれども、

27節公課費で消費税の確定によりまして400万円を減額するものでご

ざいます。

２目水道管理費では、18節備品購入費で水道メーター器の購入単価

の減によりまして50万円を減額するものでございます。

２款１項１目の水道施設費でございますけれども、15節工事請負費

で1,360万円を減額するもので、主な減額の要因につきましては道道

と町道の道路事業予算が減額されたことに伴いまして、関連します移

設工事費が減となったものでございます。19節負担金補助及び交付金

でございますけれども、5,898万円を減額するものでございます。次

に、特定財源でございますけれども、水道工事負担金並びに一般会計

からの繰入金合わせまして4,973万6,000円と地方債4,000万円を減額

し、財源補正を行ったところでございます。

次に、歳入について説明申し上げますので、６ページをごらんをい

ただきたいと思います。４款１項１目繰越金で前年度繰越金1,165万9,

000円と５款２項１目雑入で消費税の還付などによりまして99万7,000
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円を追加し、歳入歳出の均衡を図ったものでございます。

次に、４ページをごらんをいただきたいと思います。４ページにつ

きましては、地方債でございますけれども、地方債の補正はここに記

載のとおり借り入れ限度額を4,000万円減額するものでございます。

次に、８ページをごらんをいただきたいと思います。地方債残高等

の見込みに関する調書につきましては、ここに記載のとおりでござい

ます。

以上で説明を終わります。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

決定いただきますようお願い申し上げます。

以上でございます。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第６号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１８ 日程第18、議案第７号「平成23年度士幌町公共下水道事業特別会計

補正予算」を議題とします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。建設課長。

土 生 建設課長、土生から説明申し上げます。平成23年度士幌町公共下水

建設課長 道事業特別会計補正予算［第２号］について説明申し上げます。

第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ100万円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１億4,368万8,000円に改めようとするもので

あります。

最初に、歳出から説明申し上げますので、５ページをお開きをいた

だきたいと思います。１款１項２目下水道管理費でございますけれど

も、15節工事請負費のうち下水道施設工事費で公共ますの設置箇所の

減によりまして100万円を減額するものでございます。次に、特定財

源でございますけれども、財源補正を行い、一般会計からの繰入金49

6万8,000円を減額するものでございます。

次に、歳入について説明申し上げますので、４ページをごらんをい

ただきたいと思います。６款１項１目繰越金で前年度繰越金396万8,0

00円を追加し、歳入歳出の均衡を図ったところでございます。

以上で説明を終わります。よろしく審議を賜り、原案のとおり可決

決定いただきますようお願い申し上げます。

以上でございます。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。
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（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第７号を採決します。

本案は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１９ 日程第19、議案第８号「平成23年度士幌町国民健康保険病院事業会

計補正予算」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。国保病院事務長。

渡辺病院 国保病院事務長、渡辺より平成23年度士幌町国民健康保険病院事業

事 務 長 会計補正予算［第２号］について説明申し上げます。

第２条、業務の予定量につきまして、（１）の年間患者数、入院１

万7,568人を１万6,924人に、外来では３万1,720人を３万417人に改め、

（２）、１日の平均患者数を入院48人を46人に、外来130人を125人に

改め、（３）、主な建設改良事業、有形固定資産購入費3,830万4,000

円を3,819万8,000円に改めるものです。

第３条の収益的収入及び支出の予定額では、収入、第１款病院事業

収益９億2,878万2,000円を９億1,068万9,000円に、第１項医業収益６

億4,493万4,000円を５億7,684万1,000円に、第２項医業外収益２億8,

384万8,000円を３億3,384万8,000円に改めるものです。

次に、支出、第１款病院事業費用９億5,741万9,000円を９億4,879

万9,000円に、第１項医業費用９億3,510万7,000円を９億2,648万7,00

0円に改めるものです。

第４条では、資本的収入及び支出におきまして、収入、第１款資本

的収入5,997万3,000円を6,057万6,000円に、第１項一般会計出資金5,

734万8,000円を5,663万9,000円に、第２項国保会計繰入金262万5,000

円を393万7,000円に改め、支出、第１款資本的支出8,768万9,000円を

8,758万3,000円に、第１項建設改良費3,830万4,000円を3,819万8,000

円に改めるものです。

それでは、補正予算説明書に基づき収益勘定の支出から説明させて

いただきますので、６ページをお開き願います。支出、１款１項３目

経費では、常勤医採用などに伴い、１節報償費で非常勤医師謝礼を77

0万1,000円減額するものです。

６目研究研修費では、実績を勘案し、１節旅費を91万9,000円減額

するものです。

続いて、収入について説明しますので、５ページをお開き願います。

収入、１款１項１目入院収益につきましては、決算見込みから2,443

万7,000円を減額するものです。
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２目外来収益につきましても、決算の見込みから3,282万2,000円を

減額するものです。

３目訪問看護収益では、当初年間患者数を84人と見込んでおりまし

たが、利用者減により110万4,000円減額するものです。

４目その他医業収益については、973万円の減額をするもので、１

節公衆衛生活動収益で集団健診等の減や予防接種の減により838万2,0

00円の減、２節医療相談収益では人間ドック等の減により572万5,000

円の減、４節その他で国保会計からの救急患者受け入れ体制支援事業

補助金を含み、437万7,000円の増額を見込んだところです。

２項２目他会計負担金で、不採算地区病院の運営に要する負担金と

して5,000万円を追加し、３億3,000万円とするものです。なお、他会

計負担金を入れてもなお不足する当年度純損失額は3,811万円となる

見込みでございます。

次に、資本勘定の資本的支出から説明しますので、７ページをお開

きください。支出、１款１項１目有形固定資産購入費では、実績によ

り、１節器械及び備品購入費10万6,000円を減額するものです。

次に、これに係る収入ですが、１款１項１目一般会計出資金は、購

入器械の価格減と本年度新たな北海道特別調整交付金が得られたこと

により、２節医療器械購入事業出資金を70万9,000円減とするもので

す。

２項１目１節国保会計繰入金は、先ほど述べました北海道特別調整

交付金により131万2,000円増額するものです。

なお、これらに伴い、補てん財源として過年度、当年度損益勘定留

保資金を70万9,000円減額し、2,700万7,000円とするものです。

以上で説明を終わります。よろしく審議の上、可決決定いただきま

すようよろしくお願いいたします。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を許します。ございません

か。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第８号を採決します。

本案は、原案のとおり可決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

次回は３月13日午前10時再開といたします。

（午後 １時５４分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


